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６～７ページ 

序章 立地適正化計画の策定にあたって 

２．計画の位置づけ 

立地適正化計画制度の目的と役割を踏まえ、本計画を以下のとおり位置づ

け、策定します。 

2-1 上位計画との整合 

本市の基本構想である「第２次観音寺市総合振興計画」（平成30（2018）年3

月）を上位計画とし、「第２期観音寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

（令和2（2020）年3月）等に沿った計画とします。 

また、香川県が策定した広域の都市計画である「観音寺都市計画区域マスタ

ープラン」（平成24（2012）年10月）及び「豊浜都市計画区域マスタープラ

ン」（平成24年10月）に即した内容とします。 

 

2-2 都市計画マスタープランとの関係 

本計画は、本市における都市計画の青写真ともいうべき「第２次観音寺市都

市計画マスタープラン」に包含され、都市を構成する一部の機能だけではな

く、居住や商業・医療等の日常生活サービス、公共交通などさまざまな都市の

機能を見渡した市町村都市計画マスタープランの一部と位置づけます。 

 

2-3 関係計画等との連携 

都市全体の観点から、住まいや移動、商業、医療・福祉、農業、中心市街地

活性化等の多様な分野の計画との連携を図り、整合性や相乗効果を考慮しつ

つ、効果的な計画を策定します。 

 

 

 

６～７ページ 

序章 立地適正化計画の策定にあたって 

２．計画の位置づけ 

立地適正化計画制度の目的と役割を踏まえ、本計画を以下のとおり位置づ

け、策定します。 

2-1 上位計画との整合 

本市の基本構想である「第２次観音寺市総合振興計画」（平成30（2018）年3

月）を上位計画とし、「観音寺市地方創生総合戦略」（令和7（2025）年改訂）

等に沿った計画とします。 

また、香川県が策定した広域の都市計画である「観音寺都市計画区域マスタ

ープラン」（令和3（2021）年5月）及び「豊浜都市計画区域マスタープラン」

（令和3（2021）年5月）に即した内容とします。 

 

2-2 都市計画マスタープランとの関係 

本計画は、本市における都市計画の青写真ともいうべき「第２次観音寺市都

市計画マスタープラン」に包含され、都市を構成する一部の機能だけではな

く、居住や商業・医療等の日常生活サービス、公共交通などさまざまな都市の

機能を見渡した市町村都市計画マスタープランの一部と位置づけます。 

 

2-3 関係計画等との連携 

都市全体の観点から、住まいや移動、商業、医療・福祉、農業、中心市街地

活性化等の多様な分野の計画との連携を図り、整合性や相乗効果を考慮しつ

つ、効果的な計画を策定します。 
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2-4 公共交通との一体性 

コンパクト・プラス・ネットワークによる多核連携型の都市づくりを進める

ためには、拠点と地域をつなぎ、拠点間を結ぶ交通ネットワークの形成は極め

て重要な要素であり、都市計画と公共交通との一体的な取組を進めます。 

 

 

2-5 公的不動産との連携 

人口減少等による公共施設の余剰やインフラ施設等の老朽化、厳しい財政状

況等を背景とした、公的不動産の利活用等の状況を踏まえ、「観音寺市公共施

設等総合管理計画」（平成27（2015）年5月）の取組と連携を図ります。 

 

 

2-6 周辺市町との連携 

商業や医療などの日常生活圏域や公共交通等のつながりは、観音寺市域のみ

で完結するものではなく、周辺市町との関連性が高いことから、周辺市町等と

の連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 公共交通との一体性 

コンパクト・プラス・ネットワークによる多核連携型の都市づくりを進める

ためには、拠点と地域をつなぎ、拠点間を結ぶ交通ネットワークの形成は極め

て重要な要素であり、「観音寺市地域公共交通計画」（令和6（2024）年3月）

と連携を図りながら、都市計画と公共交通との一体的な取組を進めます。 

 

2-5 公的不動産との連携 

人口減少等による公共施設の余剰やインフラ施設等の老朽化、厳しい財政状

況等を背景とした、公的不動産の利活用等の状況を踏まえ、「観音寺市公共施

設等総合管理計画」（令和5（2023）年3月）の取組と連携を図ります。 

 

 

2-6 周辺市町との連携 

商業や医療などの日常生活圏域や公共交通等のつながりは、観音寺市域のみ

で完結するものではなく、周辺市町との関連性が高いことから、周辺市町等と

の連携を図ります。 
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上位関連計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ページ 

３．対象区域と計画期間 

3-1 対象区域 

本市の立地適正化計画区域は、観音寺都市計画区域と豊浜都市計画区域を合

わせた、本市の都市計画区域全域（1,978ha）とします。 

 

上位関連計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ページ 

３．対象区域と計画期間 

3-1 対象区域 

本市の立地適正化計画区域は、観音寺都市計画区域と豊浜都市計画区域を合

わせた、本市の都市計画区域全域（1,993ha）とします。 

 

第２次観音寺市総合振興計画
香川県 観音寺都市計画区域マスタープラン

〃 豊浜都市計画区域マスタープラン

関連計画

・観音寺市地方創生総合戦略

・第３期観音寺市人口ビジョン

・第２次観音寺市環境基本計画

・観音寺市農業振興地域整備計画

・観音寺市地域防災計画

・観音寺市国土強靭化地域計画

・観音寺市公共施設等総合管理計画

・観音寺市中心市街地地区都市再生

整備計画 等

第２次観音寺市都市計画マスタープラン

観音寺市立地適正化計画

各種事業

中心市街地活性

公共施設       医療・福祉

住 宅

子育て

農 業商工業

学校教育防 災

環 境公共交通

将来都市構造の実現に向けて

特に連携
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計画区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画区域図 
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９ページ 

3-2 計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ページ 

第１章 本市を取り巻く現状 

１．都市の特性と現状 

1-1都市の特性・概況 

（２）土地利用計画 

①都市計画区域 

本市の都市計画区域は、観音寺都市計画区域（1,713ha）と豊浜都市計画区域

（265ha）の2つが存在します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ページ 

3-2 計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ページ 

第１章 本市を取り巻く現状 

１．都市の特性と現状 

1-1都市の特性・概況 

（２）土地利用計画 

①都市計画区域 

本市の都市計画区域は、観音寺都市計画区域（1,728ha）と豊浜都市計画区域

（265ha）の2つが存在します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 R4 R10 R11 R12 R13

2021 2022 2028 2029 2030 2031

観音寺市立地適正化計画

～ R9 ～R22

～ 2027 ～ 2040

観

音

寺

市

第２次観音寺市

都市計画マスタープラン

第２次観音寺市総合振興計画

計画期間

計画期間

2021 2022 2028 2029 2030 2031

観音寺市立地適正化計画

～ 2027 ～ 2040

観
音
寺
市

第２次観音寺市
都市計画マスタープラン

第２次観音寺市総合振興計画

計画期間

計画期間
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12/164 

改正前 改正後 

１２ページ 

豊浜都市計画区域図 

昭和9(1934)年8月15日 

（当初区域の指定）：面積不詳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ページ 

豊浜都市計画区域図 

昭和8(1933)年12月9日 

（当初区域の指定）：面積不詳 
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１３ページ 

②区域区分（非線引き） 

観音寺都市計画区域等の規模 

単位：ｈａ  

都市計画区域 1,713      
  

 

用途 

地域 

第一種低層住居専用地域 110   

 第一種中高層住居専用地域 58   

 第二種中高層住居専用地域 13   

 第一種住居地域 182   

 第二種住居地域 29   

 近隣商業地域 6.4   

 商業地域 45.7   

 準工業地域 123   

 工業地域 73   

 計 640.1   
  

 風致地区 90.79 琴弾風致地区  

 臨港地区 12 
観音寺港・ 

埋立地第一工区 
 

  

 

 

 

 

 

１３ページ 

②区域区分（非線引き） 

観音寺都市計画区域等の規模 

単位：ｈａ  

都市計画区域 1,728      
  

 

用途 

地域 

第一種低層住居専用地域 110   

 第一種中高層住居専用地域 58   

 第二種中高層住居専用地域 13   

 第一種住居地域 182   

 第二種住居地域 29   

 近隣商業地域 6.4   

 商業地域 46   

 準工業地域 123   

 工業地域 88   

 計 655.4   
  

 風致地区 90.79 琴弾風致地区  

 臨港地区 26 
観音寺港臨港地区 
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豊浜都市計画区域等の規模 

単位：ｈａ  

都市計画区域 265      
  

 臨港地区 1.2 豊浜港  
  

資料：観音寺市資料 

 

１４ページ 

③地域地区（用途地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊浜都市計画区域等の規模 

単位：ｈａ  

都市計画区域 265      
  

 臨港地区 2.2 豊浜港臨港地区  
  

出典：観音寺市資料 

 

１４ページ 

③地域地区（用途地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15/164 

改正前 改正後 

１５ページ 

（３）産業構造 

①就業人口 

本市における平成27（2015）年の産業別就業者数及び構成比は、以下のとお

りです。 

就業者数は減少傾向にあります。第１次産業の就業割合は減少傾向ですが、

第3次産業の就業割合は、50％以上の高い割合を占めています。第２次産業の就

業割合は、平成7（1995）年以降減少傾向となっていますが、平成27年には僅か

に増加しています。 

また、本市における就業者の約3割が市外在住となっております。 

産業別就業人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

 

 

１５ページ 

（３）産業構造 

①就業人口 

本市における令和2（2020）年の産業別就業者数及び構成比は、以下のとおり

です。 

就業者数は減少傾向にあります。第１次産業の就業割合は減少傾向ですが、

第３次産業の就業割合は、50％以上の高い割合を占めています。第２次産業の

就業割合は、平成7（1995）年以降減少傾向となっていますが、平成27（2015）

年以降には僅かに増加しています。 

また、本市における就業者の約3割が市外在住となっております。 

産業別就業人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

 

 

 

 

5,765 5,070 4,482 3,564 2,952 2,542

13,316
12,184

11,161
9,601

9,197
8,504

17,259
17,660

17,628

16,762
16,038

14,870

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成7年

（1995）

平成12年

（2000）

平成17年

（2005）

平成22年

（2010）

平成27年

（2015）

令和2年

（2020）

（人）

第1次産業 第2次産業 第3次産業
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市内の職業別就業者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

１６ページ 

②農林業 

本市における平成2（1990）年から平成27（2015）年の農家戸数の推移をみる

と、販売農家戸数は減少し、自給的農家数は増加しています。販売農家戸数と

自給的農家戸数を合わせた総農家戸数は減少傾向にあり、平成27年には3,067戸

になっています。 

 

 

 

市内の職業別就業者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

 

１６ページ 

②農林業 

本市における平成2（1990）年から令和2（2020）年の農家戸数の推移をみる

と、販売農家戸数は減少し、自給的農家数は増加しています。販売農家戸数と

自給的農家数を合わせた総農家戸数は減少傾向にあり、令和2（2020）年には

2,341戸になっています。 

 

 

 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

（人） 市内に在住する就業者数

市外に在住する就業者数

72.3%

27.7%

市内に在住する就業者数

市外に在住する就業者数
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専兼業別農家人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：世界農林業センサス(平成2年、12年、22年)、 

農業センサス(平成7年、17年、27年) 

 

 

③工業 

本市における事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移は、以下のとおり

です。 

これをみると、本市の事業所数は、減少傾向にあるにも関わらず、製造品出

荷額等は、増加傾向となっており、平成29（2017）年には最も高い値となって

います。 

 

 

 

 

専兼業別農家人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：世界農林業センサス(平成2年、12年、22年)、 

農業センサス(平成７年、17年、27年)、 

農林業センサス(令和2年) 

 

③工業 

本市における事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移は、以下のとおり

です。 

これをみると、本市の事業所数は、増加傾向にあり、令和5（2023）年の製造

品出荷額等は、コロナ禍の値と比べて、回復傾向となっています。 

 

 

 

 

 

3,751 3,536
3,294

2,847
2,443

1,976

1,414

800
780

820
1,178

1,116

1,091

927

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

（戸）

販売農家戸数 自給的農家
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事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：工業統計調査 

 

 

 

１７～１８ページ 

④商業 

本市の卸売業・小売業における事業所数、従業者数は、ともに減少傾向にあ

り、近年では事業所数が745、従業者数は164,000人程度となっています。 

また、小売業における売場面積は、平成28（2016）年が83,545㎡で、平成14

（2002）年と比べて約31％減少しています。 

 

 

 

 

 

事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：工業統計調査(平成24年～平成26年、平成29年～令和2年)、 

経済センサス活動調査(平成28年、令和3年)、 

経済構造実態調査(令和4年～令和5年) 

 

１７～１８ページ 

④商業 

本市の卸売業・小売業における事業所数、従業者数は、ともに減少傾向にあ

り、近年では事業所数が679、従業者数は4,405人となっています。 

また、小売業における売場面積は、令和3（2021）年が85,179㎡で、平成14

（2002）年と比べて約29％減少しています。 

 

 

 

 

 

218 209 197 219 186 181 181 180 170 205 204

6,810 6,571 6,907 6,611
7,178 6,880 6,959 7,116

6,520 6,718 6,599

17,658,758
18,049,513

19,084,434
20,807,779

21,333,222
20,710,290

19,805,016
20,364,189

19,713,940
19,258,334

20,689,966

0
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6,000,000

8,000,000
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事業所数、従業者数、年間商品販売額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：商業統計（平成11年、14年、16年、19年、26年） 

経済センサス（平成21年、24年、28年） 

 

小売業における売場面積、事業所数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：商業統計（平成11年、14年、16年、19年、26年） 

経済センサス（平成21年、24年、28年） 

事業所数、従業者数、年間商品販売額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：商業統計（平成11年、14年、16年、19年、26年） 

経済センサス（平成21年、24年、28年、令和3年） 

 

小売業における売場面積、事業所数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：商業統計（平成11年、14年、16年、19年、26年） 

経済センサス（平成21年、24年、28年、令和3年） 

1,401 1,283 1,233 1,125 1,131
784 725 745 679
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改正前 改正後 

本市の小売吸引力指数は、1.0で推移していましたが、平成28（2016）年には

1を下回り0.9となりました。このことから、他市町で買い物をする人が多くな

っていることを示しています。 

なお、平成23（2011）年度までは、大規模小売店舗が毎年、出店していまし

たが、近年では出店傾向が鈍化しており、平成29（2017）年度の１店舗のみと

なっています。このことからも、買い物客が他市町へ流れていく要因になって

いると考えられます。 

小売吸引力指数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：年間商品販売額は、商業統計（平成11年、14年、16年、19年、26年） 

経済センサス（平成21年、24年、28年） 

人口は住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査による 

（平成24年までは3月31日時点、平成26年以降は1月1日時点） 

本市の小売吸引力指数は、1.0で推移していましたが、平成28（2016）年以降

には1.0を下回り0.9となりました。このことから、他市町で買い物をする人が

多くなっていることを示しています。 

なお、平成23（2011）年度までは、大規模小売店舗が毎年、出店していまし

たが、近年では出店傾向が鈍化しており、平成29（2017）年度の１店舗のみと

なっています。このことからも、買い物客が他市町へ流れていく要因になって

いると考えられます。 

小売吸引力指数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：年間商品販売額は、商業統計（平成11年、14年、16年、19年、26年） 

経済センサス（平成21年、24年、28年、令和3年） 

人口は住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査による 

（平成24年までは3月31日時点、平成26年以降は1月1日時点） 
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改正前 改正後 

１９～２０ページ 

大規模小売店舗整備状況 

番号 名 称 届出年度 立地地域分類 備考 

1 コープ観音寺 ― 用途地域(二種住居)  

2 マルナカ観音寺店 ― 用途地域(近商)  

3 マルナカ豊浜店 ― 用途白地  

4 
西村ジョイ観音寺店（Ａエ

リア） 
― 用途地域(準工)  

5 マルヨシセンター観音寺店 ― 用途白地  

6 
スーパードラッグひまわり
豊浜店 

平成 18 年度 用途白地 
旧メディコ 21 
 

7 
イオンタウン観音寺ショッ

ピングセンター 
平成 19 年度 用途地域(一種、二種住居) 

旧マックスバリュ観
音寺ショッピングセ
ンター 

8 
西村ジョイ観音寺店（Ｂエ
リア） 

平成 20 年度 用途地域(準工)  

9 新鮮市場きむら観音寺店 平成 20 年度 
用途地域(一中高、一種住
居) 

 

10 
スーパードラッグコスモス
観音寺店 

平成 21 年度 
用途地域(一種住居、一中
高) 

 

11 
ヤマダ電機テックランド観

音寺店 
平成 21 年度 用途白地  

12 マルナカ大野原店 平成 21 年度 都市計画区域外  

13 観音寺モール 平成 21 年度 用途白地 
増床、旧サニータウ
ン 

14 ケーズデンキ観音寺店 平成 22 年度 用途地域(準工)  

15 ハローズ大野原店 平成 23 年度 都市計画区域外  

16 ダイレックス観音寺店 平成 23 年度 用途白地  

 

 

 

 

 

 

１９～２０ページ 

大規模小売店舗整備状況 

番号 名 称 届出年度 立地地域分類 備考 

1 コープ観音寺 ― 用途地域(二種住居)  

2 マルナカ観音寺店 ― 用途地域(近商) 令和 7年 7 月閉店 

3 マルナカ豊浜店 ― 用途白地  

4 
西村ジョイ観音寺店（Ａエ

リア） 
― 用途地域(準工)  

5 マルヨシセンター観音寺店 ― 用途白地  

6 
スーパードラッグひまわり
豊浜店 

平成 18 年度 用途白地 
旧メディコ 21 
令和 7年 5 月閉店 

7 
イオンタウン観音寺ショッ

ピングセンター 
平成 19 年度 用途地域(一種、二種住居) 

旧マックスバリュ観
音寺ショッピングセ
ンター 

8 
西村ジョイ観音寺店（Ｂエ
リア） 

平成 20 年度 用途地域(準工)  

9 新鮮市場きむら観音寺店 平成 20 年度 
用途地域(一中高、一種住
居) 

 

10 
スーパードラッグコスモス
観音寺店 

平成 21 年度 
用途地域(一種住居、一中
高) 

 

11 
ヤマダ電機テックランド観

音寺店 
平成 21 年度 用途白地  

12 マルナカ大野原店 平成 21 年度 都市計画区域外  

13 観音寺モール 平成 21 年度 用途白地 
増床、旧サニータウ
ン 

14 ケーズデンキ観音寺店 平成 22 年度 用途地域(準工)  

15 ハローズ大野原店 平成 23 年度 都市計画区域外  

16 ダイレックス観音寺店 平成 23 年度 用途白地  

17 ドラッグコスモス坂本店 平成 29 年度 用途地域(準工)  

18 ニトリ観音寺店 令和 3 年度 用途白地  

19 観音寺ファッションモール 令和 6 年度 
用途地域(一低層、二種住
居) 

 

20 
マルナカ観音寺中出店 A 敷
地 

令和 7 年度 用途白地  

21 
マルナカ観音寺中出店 B 敷
地 

令和 7 年度 用途白地  
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改正前 改正後 

 

出典：香川県都市計画基礎調査、香川県ホームページ 

大規模小売店舗の立地状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 クスリのアオキ大野原店 令和 7 年度 都市計画区域外  

出典：香川県都市計画基礎調査、香川県ホームページ 

大規模小売店舗の立地状況図 
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改正前 改正後 

２１ページ 

⑤観光 

本市の観光客数は、近年140万人程度を推移しており、年ごとで５万人程度の

増減を繰り返しています。増減の要因としては、四国遍路のうるう年の逆打ち

と瀬戸内国際芸術祭等が考えられます。平成24（2012）年と平成28（2016）年

はうるう年の逆打ちのため前年に比べ増加しています。また、平成28年は瀬戸

内国際芸術祭2016も開催されたため、近年では最多の観光客数となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：観音寺市観光基本計画（平成30年9月） 

 

 

 

 

 

２１ページ 

⑤観光 

本市の観光入込客数は、平成23（2011）年から令和元（2019）年において

は、ほぼ横ばい状態となっていましたが、令和2（2020）年から令和3（2021）

年にかけてコロナ禍等の影響で減少に転じていましたが、令和4（2022）年以降

は増加し、令和6（2024）年は167万人程度となっています。 

 

 

観音寺市への観光入込客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：観音寺市観光地（施設）別入込客数 
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改正前 改正後 

２２ページ 

（４）財政及び公共施設 

①財政の状況 

平成28（2016）年の歳入額は、平成13（2001）年と比べて増加しています

が、自主財源の割合は減少しており、地方債、地方交付税等による依存財源に

占める割合が増加しています。今後の人口減少、特に、生産年齢人口の減少に

より、自主財源のさらなる減少が懸念されます。 

一方、歳出額についても増加しており、特に、総務費、民生費が大幅に増加

しています。今後は、高齢化の進行により、さらなる民生費の増加が懸念され

ます。また、土木費は約５割減少しており、防災への対応や今後増大する都市

インフラや公共建築物の維持・更新等の対応に要する費用の捻出が懸念されま

す。 

歳入・歳出の推移 

   【平成13年】             【平成28年】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２ページ 

（４）財政及び公共施設 

①財政の状況 

令和6（2024）年の歳入額は、平成13（2001）年と比べて増加していますが、

自主財源の割合は減少しており、地方債、地方交付税等による依存財源に占め

る割合が増加しています。今後の人口減少、特に、生産年齢人口の減少によ

り、自主財源のさらなる減少が懸念されます。 

一方、歳出額についても増加しており、特に、総務費、民生費が大幅に増加

しています。今後は、高齢化の進行により、さらなる民生費の増加が懸念され

ます。また、土木費は約２割減少しており、防災への対応や今後増大する都市

インフラや公共建築物の維持・更新等の対応に要する費用の捻出が懸念されま

す。 

歳入・歳出の推移 

   【平成13年】            【令和6年】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方税

8,341,846

34.2%

使用料及び手数料

546,733

2.2%

諸収入

1,020,293

4.2%

その他

1,750,626

7.2%

国庫支出金

1,838,957

7.5%

都道府県支出金

1,584,285

6.5%

地方交付税

5,799,711

23.8%

地方債

1,695,800

6.9%

譲与税等

1,838,013

7.5%

自主財源

11,659,498

48%

依存財源

12,756,766

52%

歳入総額

24,416,264

（千円）

地方税

8,660,504

25.7%

使用料及び手数料

344,738

1.0%

諸収入

587,197

1.7%

その他

6,168,149

18.3%国庫支出金

5,010,454

14.9%

都道府県支出金

1,974,487

5.9%

地方交付税

6,962,117

20.7%

地方債

1,516,700

4.5%

譲与税等

2,453,605

7.3%

自主財源

15,760,588

47%

依存財源

17,917,363

53%

歳入総額

33,677,951

（千円）
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     【平成13年】            【平成28年】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：観音寺市資料 

 

２３ページ 

②公共施設の状況 

市町合併後においても、公共建築物の延床面積は僅かに増加しています。 

現在の公共施設等をそのまま維持した場合、毎年約10億円の財源不足が生じ

るとされており、人口減少や少子高齢化が進展するなか、公共サービスの効率

性や地域特性、人口規模に見合う公共施設の適正化が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【平成13年】              【令和6年】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：観音寺市資料 

 

２３ページ 

②公共施設の状況 

市町合併後においても、公共建築物の延床面積は僅かに増加しています。 

現在の公共施設等をそのまま維持した場合、毎年約10億円の財源不足が生じ

るとされており、人口減少や少子高齢化が進展するなか、公共サービスの効率

性や地域特性、人口規模に見合う公共施設の適正化が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会費

407,021

1.7%
総務費

3,228,042

13.6%

民生費

5,425,739

22.9%

衛生費

2,787,469

11.8%
労働費

81,174

0.4%

農林水産業費

1,446,468

6.1%商工費

592,816

2.5%

土木費

3,642,576

15.4%

消防費

811,394

3.5%

教育費

2,791,853

11.8%

災害復旧費

43,821

0.2%

公債費

2,348,919

9.9%

諸支出費

48,761

0.2%

歳出総額

23,656,053

（千円）

議会費

213,243

0.6%

総務費

7,590,115

23.2%

民生費

10,600,077

32.4%

衛生費

2,736,770

8.4%

労働費

30,000

0.1%

農林水産業費

1,418,481

4.3%

商工費

455,863

1.4%

土木費

2,892,766

8.8%

消防費

289,443

0.9%

教育費

3,133,239

9.6%

災害復旧費

2,369

0.0%

公債費

3,364,715

10.3%

諸支出金

0

0.0%

歳出総額

32,727,081

（千円）
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資料：観音寺市公共施設等総合管理計画（平成27年5月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：観音寺市公共施設等総合管理計画（令和5年3月） 
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２５ページ 

③転入・転出人口 

平成30（2018）年の人口移動について転入元の都道府県別の詳細を見てみる

と、香川県内からの転入が676人と転入者全体の44.2％を占めています。次い

で、愛媛県が218人、岡山県が88人、大阪府が85人となっています。 

また、転出先の都道府県別の詳細を見てみると、香川県内への転出が744人と

転出者全体の44.9％を占めています。次いで愛媛県が128人、大阪府が102人、

東京都が90人となっています。 

本市の転入・転出数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成30年住民基本台帳人口移動報告 

２５ページ 

③転入・転出人口 

令和6（2024）年の人口移動について転入元の都道府県別の詳細を見てみる

と、香川県内からの転入が529人と転入者全体の41.1％を占めています。次い

で、愛媛県が143人、岡山県が94人、大阪府が68人となっています。 

また、転出先の都道府県別の詳細を見てみると、香川県内への転出が626人と

転出者全体の41.5％を占めています。次いで愛媛県が135人、岡山県が117人、

大阪府が109人となっています。 

本市の転入・転出数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和６年住民基本台帳人口移動報告 
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２６～２７ページ 

④従業地・通学地による人口 

本市の就業・通学者の流入出状況は、市外流出8,742人、市内流入8,933人と

なっており、市内流入が多い状況です。流入・流出ともに隣接市との関係が強

く、三豊市及び愛媛県の四国中央市とのつながりが深いことがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成27年国勢調査 

 

２６～２７ページ 

④従業地・通学地による人口 

本市の就業・通学者の流入出状況は、市外流出8,105人、市内流入9,028人と

なっており、市内流入が多い状況です。流入・流出ともに隣接市との関係が強

く、三豊市及び愛媛県の四国中央市とのつながりが深いことがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和２年国勢調査 
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出典：平成27年国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和２年国勢調査 
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改正前 改正後 

２８～３１ページ 

1-2都市の現状 

（１）人口構造と将来見通し 

①人口動態 

本市の人口は、昭和60（1985）年以降減少傾向にあり、平成27（2015）年に

は6万人を下回りました。 

本市人口の将来予測では、今後も人口減少が続き、令和27（2045）年には約

38,000人まで減少すると想定されています。 

年齢３区分別人口をみると、年少人口、生産年齢人口ともに減少傾向にある

なか、老年人口は増加傾向にありますが、令和２（2020）年以降は老年人口も

減少に転じると想定されており、年齢３区分すべてにおいて減少すると想定さ

れています。 

都市計画区域の内の一部では、人口が増加する地区も存在しますが、ほとん

どの地区において、大幅に減少することが予想されています。高齢者の増加が

際立っており、特に、中心部・北東部で著しいことがわかります。 

また、中心市街地の人口密度に比べ、郊外の密度が高くなり、人口の中心が

郊外へ移動するおそれがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２８～３１ページ 

1-2都市の現状 

（１）人口構造と将来見通し 

①人口動態 

本市の人口は、昭和60（1985）年以降減少傾向にあり、平成27（2015）年に

は6万人を下回りました。 

本市人口の将来予測では、今後も人口減少が続き、令和32（2050）年には約

39,300人まで減少すると想定されています。 

年齢３区分別人口をみると、年少人口、生産年齢人口ともに減少傾向にある

なか、老年人口は増加傾向にありますが、令和7（2025）年以降は老年人口も減

少に転じると想定されており、年齢３区分すべてにおいて減少すると想定され

ています。 

都市計画区域の内の一部では、人口が増加する地区も存在しますが、ほとん

どの地区において、大幅に減少することが予想されています。高齢者の増加が

際立っており、特に、中心部・北東部で著しいことがわかります。 

また、中心市街地の人口密度に比べ、郊外の密度が高くなり、人口の中心が

郊外へ移動するおそれがあります。 
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出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所将来人口推計(平成30年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所将来人口推計（令和５年） 

※総人口は、年齢不詳を含めた人口数のため、「年少人口、生産年齢人口、

老年人口」の合計と総人口が等しくならない場合がある。 
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出典：平成27年国勢調査、 

国立社会保障・人口問題研究所将来人口推計(平成30年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和２年国勢調査、 

国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール」V3を加工して作成 
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出典：平成27年国勢調査、 

国立社会保障・人口問題研究所将来人口推計(平成30年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和２年国勢調査、 

国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール」V3を加工して作成 
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出典：上図 平成27年国勢調査、 

下図 国立社会保障・人口問題研究所将来人口推計(平成30年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：上図 令和２年国勢調査、 

下図 国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール」V3を 

加工して作成 
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３２ページ 

②人口集中地区の推移 

本市の人口集中地区＊（ＤＩＤ）の規模は、昭和35（1960）年には1.3km2、平

成12（2000）年には約2.5倍の3.19km2まで拡大しましたが、平成27（2015）年に

は3.07km2と僅かに減少しました。 

人口集中地区の人口は、昭和35年に約15,800人でしたが、平成27年には9,330

人となり、約41％減少しました。また、人口密度は、昭和35年に121人/haでし

たが、平成27年には約75％減少した30人/haとなっており、市街地における低密

度化が進行しています。 

ＤＩＤ人口、ＤＩＤ人口密度の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土数値情報ダウンロードサービス（DID人口集中地区データ） 

 

 

 

 

３２ページ 

②人口集中地区の推移 

本市の人口集中地区＊（ＤＩＤ）の規模は、昭和35（1960）年には1.3km2、平

成12（2000）年には約2.5倍の3.19km2まで拡大しましたが、令和2（2020）年に

は2.97km2と僅かに減少しました。 

人口集中地区の人口は、昭和35（1960）年に15,785人でしたが、令和2

（2020）年には8,302人となり、約47％減少しました。また、人口密度は、昭和

35（1960）年に121人/haでしたが、令和2（2020）年には約77％減少した28人

/haとなっており、市街地における低密度化が進行しています。 

ＤＩＤ人口、ＤＩＤ人口密度の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報ダウンロードサービス（DID人口集中地区データ） 
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人口集中地区の区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査、 

国土数値情報、国立社会保障・人口問題研究所将来人口推計(平成30年度) 

 

３３ページ 

③将来人口の推計 

平成27（2015）年の国勢調査の実数値は、国立社会保障・人口問題研究所将

来人口推計(平成25年度）の推計値をさらに約500人下回っており、人口減少が

加速していることがわかります。 

平成27年に比べ令和27（2045）年では、高齢化率が大幅に増える一方で、生

産年齢人口割合は大きく減少することが予測されています。 

 

 

 

 

 

人口集中地区の区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査、 

国土数値情報ダウンロードサービス（DID人口集中地区データ） 

 

３３ページ 

③将来人口の推計 

平成27（2015）年の国勢調査の実数値は、国立社会保障・人口問題研究所将

来人口推計(平成25年度）の推計値をさらに約500人下回っており、人口減少が

加速していることがわかります。 

令和2（2020）年に比べ令和32（2050）年では、高齢化率が大幅に増える一方

で、生産年齢人口割合は大きく減少することが予測されています。 

 

 

 

 

 

ＪＲ駅

鉄道

DID地区の変遷

凡例

都市計画区域

昭和35（1960）年

令和2　（2020）年
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将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：観音寺市人口ビジョン＊、国勢調査、 

国立社会保障・人口問題研究所将来人口推計(平成25年度) 

 

年齢３区分別の将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所将来人口推計(平成30年度) 

将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第３期観音寺市人口ビジョン＊、国勢調査、 

国立社会保障・人口問題研究所将来人口推計(令和５年) 

 

年齢３区分別の将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所将来人口推計(令和５年) 
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３４ページ 

（２）土地利用動向 

①土地利用の推移 

昭和51（1976）年では、合併前旧市町の中心部や国道１１号など主要幹線道

路の沿線に市街地が形成されており、建物用地面積は約1,095haとなっていま

す。都市郊外では、大規模な優良農地が維持されています。 

平成26（2014）年では、農地が蚕食状に開発され都市郊外にスプロールが拡

大し、宅地と農地の混在が著しくなっています。建物用地面積は約2,103haとな

っており、35年余りで約1.9倍に拡大しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報ダウンロードサービス（土地利用細分メッシュデータ） 
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（２）土地利用動向 

①土地利用の推移 

昭和51（1976）年では、合併前旧市町の中心部や国道１１号など主要幹線道

路の沿線に市街地が形成されており、建物用地面積は約1,160haとなっていま

す。都市郊外では、大規模な優良農地が維持されています。 

令和3（2021）年では、農地が蚕食状に開発され都市郊外にスプロールが拡大

し、宅地と農地の混在が著しくなっています。建物用地面積は約2,230haとなっ

ており、45年余りで約1.9倍に拡大しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報ダウンロードサービス（土地利用細分メッシュデータ） 
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３５ページ 

②開発許可＊の動向 

農地転用面積は平成26（2014）年度にピークとなり、その後は減少傾向にあ

りますが、中心市街地近郊部や既存集落周辺での転用が進んでいます。また、

住宅用地への転用が続き、市域全体で市街地の拡大が進行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：観音寺市 

 

 

 

 

 

 

３５ページ 

②開発許可＊（農地転用）の動向 

農地転用面積は令和4（2022）年度がピークとなり、その後は減少傾向にあり

ますが、中心市街地近郊部や既存集落周辺での転用が進んでいます。また、住

宅用地への転用が続き、市域全体で市街地の拡大が進行しています。 

農地転用面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：観音寺市資料 
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出典：平成29年度香川県都市計画基礎調査 

 

 

 

 

 

農地転用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和５年度香川県都市計画基礎調査 

※2022年については1月～3月のみ 

 

 

 

 

凡例

ＪＲ駅
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農地転用年次（住居系用途のみ）
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都市計画区域
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３６ページ 

③空き家数の動向 

毎年、おおむね200戸の一戸建て住宅が建築されており、本市における住宅総

数は増加傾向にあります。その一方で、本市における空き家も増加しており、

平成25（2013）年には住宅総数26,890戸のうち、空き家が4,370戸となり、住宅

総数に占める割合は約16％となっています。 

新築住宅の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住宅着工統計調査 

空き家の推移 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住宅着工統計調査 
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３７ページ 

平成29（2017）年度に実施した空家等実態調査によると、空家率は市域全体

で3.4％となっており、旧観音寺市エリアでは4.3％と市全体より高く、旧大野

原町エリアでは2.4％、旧豊浜町エリアでは1.1％と市全体よりも低い空家率と

なっています。 

また、水道閉栓状況から空き家の分布をみると、旧市町の中心部に多く、特

に、平成17（2005）年から平成27（2015）年の10年で100人以上人口減少した地

区に密集しており、中心市街地のスポンジ化が進展しているといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：観音寺市空家等対策計画 

３６ページ 

③空き家数の動向 

近年、空き家数は増加傾向にあり、令和3年9月末時点における空家数（軒）

は、市域全体で1,709となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：観音寺市空家等対策計画（改定版）【令和4年4月】 

旧市町エリア
平成 28 年度実施時点

空家数（軒）

令和３年９⽉末時点

空家数（軒）

空家数の

増減（軒）

観音寺 567 559 ▲ 8

高室 84 88 4

常磐 113 118 5

柞田 163 167 4

木之郷 19 16 ▲ 3

豊田 59 62 3

粟井 51 60 9

一ノ谷 27 33 6

伊吹 222 228 6

旧観音寺市エリア 計 1,305 1,331 26

五郷 34 34 0

萩原 59 57 ▲ 2

小山 58 56 ▲ 2

下組 21 27 6

上之段 8 14 6

花稲 16 19 3

中姫 28 25 ▲ 3

紀伊 33 31 ▲ 2

旧大野原町エリア 計 257 263 6

和田浜 15 27 12

姫浜 15 32 17

和田 16 23 7

箕浦 26 33 7

旧豊浜町エリア 計 72 115 43

1,634 1,709 75

地区名

旧
観
音
寺
市
エ
リ
ア

旧
大
野
原
町
エ
リ
ア

旧
豊
浜
町
エ
リ
ア

観音寺市　　　合計

旧市町エリア 空家数（軒） 建物数（軒）
空家率
（％）

観音寺 567 8,519 6.7

高室 84 2,870 2.9

常磐 113 4,059 2.8

柞田 163 5,036 3.2

木之郷 19 982 1.9

豊田 59 2,844 2.1

粟井 51 1,717 3.0

一ノ谷 27 2,973 0.9

伊吹 222 1,098 20.2

旧観音寺市エリア 計 1,305 30,098 4.3

五郷 34 1,246 2.7

萩原 59 1,653 3.6

小山 58 1,135 5.1

下組 21 2,222 0.9

上之段 8 1,080 0.7

花稲 16 887 1.8

中姫 28 1,131 2.5

紀伊 33 1,512 2.2

旧大野原町エリア 計 257 10,866 2.4

和田浜 15 1,502 1.0

姫浜 15 1,629 0.9

和田 16 2,229 0.7

箕浦 26 1,229 2.1

旧豊浜町エリア 計 72 6,589 1.1

1,634 47,553 3.4観音寺市　　　合計

地区名

旧
観
音
寺
市
エ
リ
ア

旧
大
野
原
町
エ
リ
ア

旧
豊
浜
町
エ
リ
ア
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改正前 改正後 

３８ページ 

水道閉栓にみる空き家の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成29年度香川県都市計画基礎調査 

３７ページ 

空き家の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和５年度都市計画基礎調査 

ＪＲ駅

鉄道

空き家

凡例

都市計画区域
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改正前 改正後 

３９ページ 

④地価の動向 

観音寺都市計画区域内、豊浜都市計画区域内における地価については、下落

傾向にあります。なかでも用途地域内における平成29（2017）年度の地価は、

平成11（1999）年度と比べて、約47％の下落となっています。 

また、観音寺都市計画区域内が約42％、豊浜都市計画区域内が約41％下落し

ており、各調査地点における地価の差は小さくなってきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省地価公示・都道府県地価調査 

３８ページ 

④地価の動向 

観音寺都市計画区域内、豊浜都市計画区域内における地価については、下落

傾向にあります。なかでも用途地域内における令和6（2024）年度の地価は、平

成11（1999）年度と比べて、約50％の下落となっています。 

また、観音寺都市計画区域内が約46％、豊浜都市計画区域内が約45％下落し

ており、各調査地点における地価の差は小さくなってきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省地価公示・都道府県地価調査 
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改正前 改正後 

４０ページ 

（３）交通の現状と交通環境 

①交通基盤 

・交通網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３９ページ 

（３）交通の現状と交通環境 

①交通基盤 

・交通網 
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改正前 改正後 

４１～４２ページ 

②公共交通の状況 

・ＪＲの状況 

本市には高松市から愛媛県松山市を経て、愛媛県宇和島市を結ぶＪＲ予讃線

が走っており、市内には観音寺、豊浜、箕浦の３つの駅が存在しています。 

各駅とも乗降客数は減少傾向にありますが、観音寺駅では平成25（2013）年

度に増加し、その後はほぼ横ばい状態となっています。また、箕浦駅は平成23

（2011）年度に乗降客数がピークとなり、その後は減少に転じています。 

 

１日平均乗降客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成29年度香川県都市計画基礎調査 

 

 

 

４０～４２ページ 

②公共交通の状況 

・ＪＲの状況 

本市には高松市から愛媛県松山市を経て、愛媛県宇和島市を結ぶ予讃線が走

っており、市内には観音寺、豊浜、箕浦の３つの駅が存在しています。 

各駅とも乗降客数は減少傾向にありますが、観音寺駅では平成25（2013）年

度に増加し、その後はほぼ横ばい状態となっていましたが、令和2（2020）年以

降はコロナ禍等の影響で減少に転じています。また、豊浜駅、箕浦駅は平成23

（2011）年度に乗降客数がピークとなり、その後は減少に転じています。 

１日平均乗降客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報ダウンロードサービス（駅別乗降客数データ） 
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改正前 改正後 

・のりあいバスの状況 

本市では、平成18（2006）年に市営「のりあいバス」を開業し、全路線・全

区間でフリー乗降制度（ただし国道１１号を除く）を採用し、４ルート（市内

循環線、粟井姫浜線、五郷高室線、箕浦観音寺線）を運行してきました。 

平成29（2017）年度には、ＪＲや他路線との乗継、１路線における始発から

終着までに要する時間の短縮、市外からの乗入れ路線との連携等の課題を改善

し、伊吹島を除く市内を５ルート（内循環線、外循環線、粟井姫浜線、五郷高

室線、箕浦観音寺線）で運行しています。 

現在、これらの路線は、内循環線が７便/日、外循環線が５便/日、粟井姫浜

線が４便/日、五郷高室線が４便/日、箕浦観音寺線が４便/日で運行しており、

観音寺市役所や各支所、ＪＲ観音寺駅・豊浜駅、三豊総合病院などを結ぶ市民

の日常生活における重要な交通手段となっています。 

乗降客数は減少傾向にある一方で、市の負担は増加しています。平成29年度

には、路線見直しによって、１路線増加したことから運行委託費等が平成28

（2016）年度に比べ43％増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・のりあいバスの状況 

本市では、平成18（2006）年に市営「のりあいバス」を開業し、全路線・全

区間でフリー乗降制度（ただし国道１１号を除く）を採用し、４ルート（市内

循環線、粟井姫浜線、五郷高室線、箕浦観音寺線）を運行してきました。 

平成29（2017）年度には、ＪＲや他路線との乗継、１路線における始発から

終着までに要する時間の短縮、市外からの乗入れ路線との連携等の課題を改善

し、伊吹島を除く市内を５ルート（内循環線、外循環線、粟井姫浜線、五郷高

室線、箕浦観音寺線）で運行しています。 

現在、これらの路線は、内循環線が７便/日、外循環線が５便/日、粟井姫浜

線が４便/日、五郷高室線が４便/日、箕浦観音寺線が４便/日で運行しており、

観音寺市役所や各支所、ＪＲ観音寺駅・豊浜駅、三豊総合病院などを結ぶ市民

の日常生活における重要な交通手段となっています。 

乗降客数をみると、令和2（2020）年以降はコロナ禍等の影響で減少傾向にあ

り、令和元（2019）年頃の数値まで回復していない状況です。また、市の負担

は増加しており、平成29（2017）年度には、路線見直しによって、１路線増加

したことから運行委託費等が平成28（2016）年度に比べ43％増加しています。 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：観音寺市資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：観音寺市資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：観音寺市資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：観音寺市資料 
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改正前 改正後 

４４ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４ページ 
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改正前 改正後 

４５ページ 

（４）都市機能の現状 

①生活利便施設の立地状況 

ＪＲ観音寺駅周辺に病院・クリニック、金融機関、スーパーマーケットなど

生活利便施設が集積している一方で、郊外の国道１１号沿線にも商業施設や医

療施設が立地しています。 

ＪＲ豊浜駅周辺に地域医療支援病院（三豊総合病院）、金融機関、スーパー

マーケット等が立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４５ページ 

（４）都市機能の現状 

①生活利便施設の立地状況 

ＪＲ観音寺駅周辺に病院・クリニック、金融機関、スーパーマーケットなど

生活利便施設が集積している一方で、郊外の国道１１号沿線にも商業施設や医

療施設が立地しています。 

ＪＲ豊浜駅周辺に地域医療支援病院（三豊総合病院）、金融機関、スーパー

マーケット等が立地しています。 
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改正前 改正後 

４６ページ 

②公共施設の分布状況 

ＪＲ観音寺駅周辺に子育て・学校教育施設や図書館、市民会館等の文化施

設、国・県の出先機関などの行政施設が集積しています。 

豊浜支所周辺に子育て・学校教育施設、総合体育館などの公共施設や図書

館、資料館等の文化施設が立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４６ページ 

②公共施設の分布状況 

ＪＲ観音寺駅周辺に子育て・学校教育施設や図書館、市民会館等の文化施

設、国・県の出先機関などの行政施設が集積しています。 

豊浜支所周辺に子育て・学校教育施設、総合体育館などの公共施設や図書

館、資料館等の文化施設が立地しています。 
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改正前 改正後 

４７ページ 

（５）災害特性 

①土砂災害警戒区域 

本市の土砂災害特別警戒区域＊及び土砂災害警戒区域＊の分布を下図に示しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成29年度香川県都市計画基礎調査 
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改正前 改正後 

４８ページ 

②河川浸水想定区域 

本市では、２級河川財田川、一の谷川、柞田川など20の河川を擁し、それぞ

れの河川に重要水防区域が設定されています。また、財田川において、洪水防

御に関する計画の基本となる降雨であるおおむね70年に1回程度起こる大雨（財

田川流域の24時間の総雨量240mmを想定）による財田川洪水浸水想定区域図（平

成19（2007）年5月25日香川県指定）に基づき、観音寺市総合防災マップを作

成・公表しています。 

浸水想定区域内の人口は1.57万人（平成27年国勢調査）となっており、浸水

深別にみると「浸水深2.0m未満」で1.46万人、「浸水深2.0m以上」で0.11万人

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成27年国勢調査、観音寺市資料 
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改正前 改正後 

また、近年､時間雨量50mmを超える短時間強雨や総雨量が数百mmから千mmを超

えるような大雨が発生し、全国各地で毎年のように災害が発生しており、今後

も大雨の頻発化、局地化、激甚化に伴う災害の発生が懸念されています。 

このため、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨（財田

川流域の24時間の総雨量690mmを想定）によりシミュレーションを実施した財田

川洪水浸水想定区域図(想定最大規模)（令和元（2019）年12月26日香川県指

定）を踏まえ、令和3（2021）年度に観音寺市総合防災マップの改定を予定して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：観音寺市資料 
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改正前 改正後 

４９ページ 

③津波浸水危険区域 

本市では、南海トラフ地震で津波による浸水が発生すると予想されていま

す。 

南海トラフの最大クラスの地震により津波浸水が発生した場合、浸水想定区

域内人口は1.74万人（平成27年国勢調査）となっており、浸水深別にみると

「津波浸水深2.0m未満」で1.70万人、「浸水深2.0m以上」で0.04万人となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成27年国勢調査、観音寺市資料 
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改正前 改正後 

５０～５５ページ 

1-3市民意識調査 

第２次都市計画マスタープラン及び本計画の策定にあたり、平成30（2018）

年11月に18歳以上の市民3,000人（無作為抽出）を対象にアンケート調査を実施

しました。（郵送法、有効回収数1,051票、回収率35％） 

調査結果の概要は、以下のとおりです。 

（１）施策・事業の評価 

現行計画に基づき取り組んでいる各種施策・事業に対する、市民の満足度と

重要度について、横軸に満足度、縦軸に重要度をとり２次元グラフとして評価

しました。 

評価は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４７～５２ページ 

1-3市民意識調査 

本計画の改定にあたり、令和7（2025）年10月に18歳以上の市民2,000人（無

作為抽出）を対象にアンケート調査を実施しました。（郵送・Web、有効回収数

857通、回収率42.9％） 

調査結果の概要は、以下のとおりです。 

（１）まちづくりに対する評価 

まちづくりに対する、市民の満足度と重要度について、横軸に満足度、縦軸

に重要度をとり２次元グラフとして評価しました。 

評価は、以下のとおりです。 
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改正前 改正後 
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改正前 改正後 

①総合評価 

上水道の整備状況や学校教育の充実などは満足度が高いですが、公共交通の

推進、防災対策（土砂災害、津波・高潮、洪水、地震対策）は満足度が低く、

対応が求められていることがわかります。また、医療体制の整備や介護・高齢

者福祉などについても重要度が高く、対応が求められていることがわかりま

す。 

②満足度 

●満足度の最も高い項目は、「上水道の整備」です。次いで「学校教育の充

実」、「母子健康の推進」、「健康づくりの推進」の順となっています。 

●満足度の最も低い項目は、「公共交通の推進」です。次いで「防災対策

（土砂災害、津波・高潮、洪水、地震対策）」、「雇用対策」の順となっ

ています。 

③重要度 

●重要度の最も高い項目は、「防災対策（土砂災害、津波・高潮、洪水、地

震対策）」です。次いで「医療体制の整備」、「介護・高齢者福祉の推

進」、「消防・緊急体制の整備」の順となっています。 

④満足度と重要度の相関 

●満足度が低く重要度が高い項目は優先度が高いと考えられ、「防災対策

（土砂災害、津波・高潮、洪水、地震対策）」、「雇用対策」、「公共交

通の推進」などが該当します。 

 

 

 

 

 

 

①総合評価 

「コンビニエンスストアの数」や「スーパーマーケット、ドラッグストアの

数」などは満足度が高いですが、「鉄道の待合環境」や「鉄道の運行本数」な

どは満足度が低く、対応が求められていることがわかります。また、「地震に

対する安全性」や「避難所・避難場所の整備」などについても重要度が高く、

対応が求められていることがわかります。 

②満足度 

●満足度の最も高い項目は、「コンビニエンスストアの数」です。次いで

「スーパーマーケット、ドラッグストアの数」、「教育施設（小中学校な

ど）の数」、「金融機関（銀行、郵便局など）の数」の順となっていま

す。 

●満足度の最も低い項目は、「鉄道の待合環境」です。次いで「鉄道の運行

本数」、「デパートなどの大規模商業施設の数」、「歩道の整備」の順と

なっています。 

③重要度 

●重要度の最も高い項目は、「地震に対する安全性」です。次いで「避難

所・避難場所の整備」、「水害に対する安全性」、「医療施設（病院、診

療所など）の数」の順となっています。 

④満足度と重要度の相関 

●満足度が低く重要度が高い項目は優先度が高いと考えられ、 

「社会福祉施設（老人福祉センター、デイサービスセンターなど）の数」、

「下水道の整備」、「河川の整備」、「生活道路の整備」、「歩道の整

備」、「水害に対する安全性」、「地震に対する安全性」、「火災に対す

る安全性」、「避難所・避難場所の整備」、「災害時等に協力し合える近

所づきあい」が該当します。 
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改正前 改正後 

（２）集約型都市構造の実現に向けて 

①自宅周辺にあると便利な施設 

自宅周辺にあれば良いと思う施設については、「医療施設（病院、診療所な

ど）」が最も多く44.6％を占めています。次いで「商店街、スーパーマーケッ

トなど」38.6％、「運動施設、公園」34.8％、「バス停留所、鉄道駅」27.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）集約型都市構造の実現に向けて 

①自宅周辺にあると便利な施設 

自宅周辺にあれば良いと思う施設については、「スーパーマーケット、ドラ

ッグストア」が最も多く62.3％を占めています。次いで「医療施設（病院、診

療所など）」56.8％、「金融機関（銀行、郵便局など）」32.6％、「運動施

設、公園」21.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※複数回答のため合計が100%にならない。 

 

 

 

（

人
）

回
答
数

全体 1051

1 バス停留所、鉄道駅 289

2 デパートなどの大規模商業施設 229

3 商店街、スーパーマケットなど 406

4 コンビニエンスストア 183

5 金融機関（銀行、郵便局など） 286

6 医療施設（病院、診療所など） 469

7
社会福祉施設（老人福祉センター、ディ
サービスセンターなど）

161

8
子育て支援施設
（幼稚園、保育所など）

104

9
教育文化施設
（学校､図書館､公民館など）

205

10 運動施設、公園 366

11 その他 32

無回答 19

％

27.5 

21.8 

38.6 

17.4 

27.2 

44.6 

15.3 

9.9 

19.5 

34.8 

3.0 

1.8 

項目

全体

デパートなどの大規模商業施設

医療施設（病院、診療所など）

n

857

子育て支援施設（幼稚園、保育所など）

487

52

141

スーパーマーケット、ドラッグストア

38

26

534

127

教育施設（小中学校など）

教育文化施設（図書館、ホールなど）

コンビニエンスストア

金融機関（銀行、郵便局など）

無効・無回答

279

74

75

187

133

77

バス停留所、鉄道駅

社会福祉施設
（老人福祉センター、デイサービスセンターなど）

運動施設、公園

その他

56.8%

6.1%

16.5%

62.3%

14.8%

32.6%

8.6%

8.8%

21.8%

15.5%

9.0%

4.4%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80%
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②住みやすい環境 

将来、住みたい環境については、「まちの拠点（観音寺市役所、豊浜支所、

大野原支所）とその周辺の医療・福祉・商業等が充実した利便性の高いエリ

ア」が最も多く55.7％を占めています。次いで「公共交通機関（バス、鉄道）

の沿線など、公共交通の利便性の高いエリア」25.1％、「医療・福祉・商業や

公共交通の利用には不便だが、人が少なく閑静な郊外エリア」12.5％となって

います。 

これらの結果より、生活に必要な施設が充実し、公共交通の利便性の高いエ

リアでの居住が望まれています。一方で、不便であっても郊外での居住を望む

意見も少なからずあることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②市街地のあり方 

「今後、このまま人口減少や超高齢社会が進むと想定した場合、これからの

『市街地のあり方』」については、「公共交通を重視し、歩いて暮らせる生活

しやすい市街地を目指し、地域の状況に合わせたコンパクトなまち」が最も多

く64.6％を占めています。次いで「一人当たりの費用負担などが増加しても現

在の市街地規模を維持し、人口減少により発生した空き家・空き地などを有効

活用できるまち」18.4％、「財政負担は増加するものの、市街地の規模や構造

にこだわらず、郊外部での開発を許容しつつ、集客性の高い施設や定住促進の

ための新たな住宅地を積極的に整備していくまち」10.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n %

公共交通を重視し、歩いて暮らせる生活しやすい市街地を
目指し、地域の状況に合わせたコンパクトなまち

554 64.6

一人当たりの費用負担などが増加しても現在の市街地規模を
維持し、人口減少により発生した空き家・空き地などを
有効活用できるまち

158 18.4

財政負担は増加するものの、市街地の規模や構造にこだわらず、
郊外部での開発を許容しつつ、集客性の高い施設や
定住促進のための新たな住宅地を積極的に整備していくまち

93 10.9

その他 28 3.3

無効・無回答 24 2.8

857 100.0総計

項目

１

２

３

（

人
）

回
答
数

全体 1051

1
まちの拠点（観音寺市役所、豊浜支所、
大野原支所）とその周辺の医療・福祉・
商業等が充実した利便性の高いエリア

585

2
公共交通機関（バス、鉄道）の沿線な
ど、公共交通の利便性の高いエリア

264

3
医療・福祉・商業や公共交通の利用には
不便だが、人が少なく閑静な郊外エリア

131

4 その他 56

無回答 15

％

55.7 

25.1 

12.5 

5.3 

1.4 



61/164 

改正前 改正後 

③集約型都市構造の実現に必要な取組 

集約型都市構造の実現に向けて重要な取組については、「都市機能の集積と

公共交通の利便性の向上を図り、徒歩や自転車等の利用による歩いて暮らせる

まちづくり」が必要との回答が最も多く43.1％を占めています。次いで「公共

施設や医療・福祉施設を集約した利便性の高いまちづくり」42.2％、「防災・

防犯機能の強化を図り、安全・安心で快適な集約型まちづくり」35.9％となっ

ています。 

これらの結果から、公共施設や医療・福祉施設などの都市機能の集約と公共

交通の利便性の向上、防災・防犯機能の強化による安全・安心で利便性の高い

まちづくりが望まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③安全で安心なまちづくりを進めるために重要な取組 

安全で安心なまちづくりを進めるために重要な取組については、「避難所や

避難路など災害に対応できる施設の整備」が最も多く68.7％を占めています。

次いで「河川及び港湾の氾濫を防ぐ堤防や排水施設などの整備」49.2％、「高

齢者や障がい者等の避難行動要支援者の避難行動支援に向けた取組」42.2％、

「市街地での道路冠水を防ぐ側溝や排水路などの整備」42.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※複数回答のため合計が100%にならない。 

（

人
）

回
答
数

全体 1051

1
公共施設や医療・福祉施設を集約した利
便性の高いまちづくり

444

2
子育て施設や教育機関、身近な商業施設
が集積した生活しやすいまちづくり

334

3
良好な居住環境を有する集合住宅や住宅
地などが集積したコミュニティ豊かなま
ちづくり

72

4
豊かな公園・緑地など、ゆとりのある環
境と良好な景観を有する生活の質の高い
集約型まちづくり

233

5
都市機能の集積と公共交通の利便性の向
上を図り、徒歩や自転車等の利用による
歩いて暮らせるまちづくり

453

6
防災・防犯機能の強化を図り、安全・安
心で快適な集約型まちづくり

377

7 その他 17

無回答 16

％

42.2

31.8

6.9

22.2

43.1

35.9

1.6

1.5 無効・無回答 16

高齢者や障がい者等の
避難行動要支援者の
避難行動支援に向けた取組

避難所までの看板設置
（距離表示）

362

204

地区単位における
自主防災体制の強化

192

その他 24

水門等の自動化・遠隔操作化 89

災害危険区域における
災害リスク情報の提供

242

市街地等の雨水を一時的に貯留し、
河川等へ円滑に排水するための対策

90

新たな開発における
雨水流出抑制対策の強化

72

土砂災害の発生する
危険箇所の対策

345

遊水機能を有した農地や
緑地等の保全・活用

103

市街地での道路冠水を防ぐ
側溝や排水路などの整備

360

公共建築物や
道路・橋梁等の耐震性能の向上

349

避難所や避難路など
災害に対応できる施設の整備

589

河川及び港湾の氾濫を防ぐ
堤防や排水施設などの整備

422

全体 857

項目 n

68.7%

49.2%

42.0%

40.7%

40.3%

12.0%

10.5%

8.4%

10.4%

28.2%

22.4%

42.2%

23.8%

2.8%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80%
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５７ページ 

第２章 都市の課題と対応方針 

１．都市構造上の課題と対応方針 

⑤持続可能なまちづくりへの転換 

課題 対応方針 

○財政規模の縮小、社会基盤整備

費の減少 

○公共施設の維持管理や更新費

用の増大 

○雇用の悪化、地域経済の衰退 

◇財政規模の縮小を前提とした

行政対応の必要性 

◇社会保障費の抑制への取組 

◇将来的な集積と補完のための

公共施設の再配置と公的不動

産を活用した民間活力の活用 

◇雇用の約６割を支える第３次

産業を中心とした地域経済の

活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５４ページ 

第２章 都市の課題と対応方針 

１．都市構造上の課題と対応方針 

⑤持続可能なまちづくりへの転換 

課題 対応方針 

○適正財政の維持 

○公共施設の維持管理や更新費

用の増大 

○雇用の悪化、地域経済の衰退 

◇適正財政を前提とした行政サ

ービスの維持 

◇社会保障費の抑制への取組 

◇将来的な集積と補完のための

公共施設の再配置と公的不動

産を活用した民間活力の活用 

◇雇用の約６割を支える第３次

産業を中心とした地域経済の

活性化 
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５８ページ 

２．立地適正化計画の策定に向けて 

2-1 上位・関連計画との整理 

本市では、今後、さらなる人口減少や少子超高齢社会の進展により、居住環

境や交通環境などの「生活利便性の低下」や地域経済の停滞、財政規模の縮

小、地域コミュニティの衰退など「地域活力の低下」が予測されます。 

また、緩やかな土地利用規制により、郊外部の開発に歯止めがかからず、人

口減少下にあっても市街地の拡散が続いています。 

これらの課題は、市街地の拡散防止や低密度化の抑制、農地の保全などの計

画的な土地利用によってのみ解消されるものではなく、コンパクトシティ政策

として「第２期観音寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略＊」や「観音寺市公共

施設等総合管理計画」、「地域福祉計画」などのさまざまな関係施策との連携

を図り、総合的に対応する必要があります。 

このため、上位計画である「第２次観音寺市総合振興計画」等、関連計画で

ある「第２次都市計画マスタープラン」等、連携計画である「観音寺市地域防

災計画」等に沿って、本市が抱える課題への対応を整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５５ページ 

２．立地適正化計画の策定に向けて 

2-1 上位・関連計画との整理 

本市では、今後、さらなる人口減少や少子超高齢社会の進展により、居住環

境や交通環境などの「生活利便性の低下」や地域経済の停滞、税収の減少、地

域コミュニティの衰退など「地域活力の低下」が予測されます。 

また、緩やかな土地利用規制により、郊外部の開発に歯止めがかからず、人

口減少下にあっても市街地の拡散が続いています。 

これらの課題は、市街地の拡散防止や低密度化の抑制、農地の保全などの計

画的な土地利用によってのみ解消されるものではなく、コンパクトシティ政策

として「観音寺市地方創生総合戦略＊」や「観音寺市公共施設等総合管理計

画」、「地域福祉計画」などのさまざまな関係施策との連携を図り、総合的に

対応する必要があります。 

このため、上位計画である「第２次観音寺市総合振興計画」等、関連計画で

ある「第２次都市計画マスタープラン」等、連携計画である「観音寺市地域防

災計画」等に沿って、本市が抱える課題への対応を整理します。 
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５８～６１ページ 

（１）上位計画 

②第２期観音寺市人口ビジョン（令和2（2020）～令和42（2060）年度） 

【人口の将来展望】 

合計特殊出生率を上昇させるとともに、社会増減の均衡化を図ることによっ

て、令和42（2060）年の本市の目標人口を42,000人とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③第２期観音寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和2（2020）～令和6

（2024）年度） 

【基本目標】 

１ 活力と魅力あるしごとづくり 

２ 誰もがいきいきと暮らし続けられるまちづくり 

３ 新たな交流を生むまちづくり 

４ 持続可能なまちづくり 

 

５５～５８ページ 

（１）上位計画 

②第３期観音寺市人口ビジョン（令和7（2025）～令和42（2060）年度） 

【人口の将来展望】 

合計特殊出生率を上昇させるとともに、社会増減の均衡化、若年層（20～44

歳）の就業人口確保を図ることによって、令和42（2060）年の本市の目標人口

を42,000人とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③観音寺市地方創生総合戦略（令和6（2024）～令和9（2027）年度） 

 

【基本目標】 

１ 活力と魅力あるしごとづくり 

２ 誰もがいきいきと暮らし続けられるまちづくり 

３ 新たな交流を生むまちづくり 

４ 持続可能なまちづくり 
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④観音寺都市計画区域マスタープラン（平成24（2012）年10月） 

香川県が定める観音寺都市計画区域における都市計画の上位計画 

〇都市づくりの基本理念 

豊かな自然と人との繋がりを大切にする交流のまちづくり 

〇都市機能の立地に関する方針 

集約拠点内への都市機能の誘導 

ａ 商業・業務機能 

市街地のにぎわいの核となる商業・業務機能は、集約拠点内に誘導・集積

し、中心市街地の活性化を図ります。 

ｂ 公共公益機能 

県、市町が自ら整備できる各種公共公益施設については、施設の更新に合わ

せて、集約拠点内への立地に努めます。 

ｃ 居住機能 

土地区画整理事業や地区計画＊の導入による居住環境の改善、他の都市機能と

一体となった中高層住居施設の誘導、優良な賃貸住宅の供給の促進などによ

り、まちなか居住を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④観音寺都市計画区域マスタープラン（令和3（2021）年5月） 

香川県が定める観音寺都市計画区域における都市計画の上位計画 

〇都市づくりの基本理念 

豊かな自然と人との繋がりを大切にする交流のまちづくり 

〇都市の構造と機能の方針 

①集約拠点に関する土地利用の方針 

ａ 地域拠点 

交通結節点である利便性を活かし、商業・業務、公共公益、居住などの都市

機能について、既存機能の更新や新たな集積・誘導を図ります。合わせて、都

市機能の受け皿となる都市基盤整備を推進します。 

②集約拠点内への都市機能の誘導 

ａ 商業・業務機能 

市街地のにぎわいの核となる商業・業務機能は、集約拠点内に誘導・集積

し、中心市街地の活性化を図ります。 

ｂ 公共公益機能 

県、市町が自ら整備できる各種公共公益施設については、施設の更新に合わ

せて、集約拠点内への立地に努めます。 

ｃ 居住機能 

土地区画整理事業や地区計画＊の導入による居住環境の改善や、他の都市機能

と一体となった中高層住居施設の誘導、優良な賃貸住宅の供給の促進などによ

り、まちなか居住を推進します。 

 

 

 

 

 



66/164 

改正前 改正後 

⑤豊浜都市計画区域マスタープラン（平成24（2012）年10月） 

香川県が定める豊浜都市計画区域における都市計画の上位計画 

〇都市づくりの基本理念 

伝統文化を支える活力にあふれた田園交流都市の形成 

〇都市機能の立地に関する方針 

集約拠点内への都市機能の誘導 

ａ 商業・業務機能 

市街地のにぎわいの核となる商業・業務機能は、集約拠点内に誘導・集積

し、中心市街地の活性化を図ります。 

ｂ 公共公益機能 

県、市町が自ら整備できる各種公共公益施設については、施設の更新に合わ

せて、集約拠点内への立地に努めます。 

ｃ 居住機能 

土地区画整理事業や地区計画の導入による居住環境の改善、他の都市機能と

一体となった中高層住居施設の誘導、優良な賃貸住宅の供給の促進などによ

り、まちなか居住を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤豊浜都市計画区域マスタープラン（令和3（2021）年5月） 

香川県が定める豊浜都市計画区域における都市計画の上位計画 

〇都市づくりの基本理念 

伝統文化を支える活力にあふれた田園交流都市の形成 

〇都市の構造と機能の方針 

①集約拠点に関する土地利用の方針 

ａ コミュニティ拠点 

地域コミュニティの拠点として地域に根ざした近隣型商業の集積を図りま

す。また、居住機能と生活関連サービス機能の向上を図り、生活利便性を確保

して、暮らしやすい市街地を形成します。さらにまた、都市機能を適切に配置

するために、用途地域が未指定の拠点においては、その指定に努めます。 

②集約拠点内への都市機能の誘導 

ａ 商業・業務機能 

市街地のにぎわいの核となる商業・業務機能は、集約拠点内に誘導・集積

し、中心市街地の活性化を図ります。 

ｂ 公共公益機能 

県、市町が自ら整備できる各種公共公益施設については、施設の更新に合わ

せて、集約拠点内への立地に努めます。 

ｃ 居住機能 

土地区画整理事業や地区計画の導入による居住環境の改善、他の都市機能と

一体となった中高層住居施設の誘導、優良な賃貸住宅の供給の促進などによ

り、まちなか居住を推進します。 
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６２ページ 

（２）関連計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５９～６０ページ 

（２）関連計画 

①観音寺市地域公共交通計画（令和6（2024）～令和10（2028）年度） 

【基本方針】 

まちをつなぎ 人々の交流を促進する 持続可能な公共交通 

【計画の目標】 

１ 地域をつなぎ、市民生活と交流を支える公共交通網の構築 

２ はじめての人でも安心して利用できる環境づくり 

３ 多様な主体によって支える体制づくり 
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①観音寺市公共施設等総合管理計画（平成27（2015）年5月） 

【公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針】 

合併後の公共施設の整備については、斎場の統合整備のほか学校施設の耐震

化や大規模改修、更新など施設分類ごとに緊急性の高いものから整備を進めて

きました。しかしながら、将来的な人口予測や財政状況、利用状況の変化への

対応を考慮した場合には、施設分類ごとの優先度だけを考慮するのではなく、

公共施設総量の削減や財政負担の軽減及び平準化を図る必要があり、そのため

には市全体の公共施設を網羅した公共施設の総合的な管理に係る基本的な方針

が必要になります。 

公共施設を安全かつ安心して利用できる健全な状態で提供することにより市

民サービスの質を確保するとともに、保有する公共施設を自らが維持、更新で

きる量まで削減することにより将来的な財政負担の軽減を図るため、以下の５

つの基本方針を掲げます。 

１ 量を減らす 

２ 長く使う 

３ 上手に使う 

４ 協働で使う 

５ 正しく知る 

 

 

 

 

 

 

 

 

②観音寺市公共施設等総合管理計画（令和5（2023）年3月） 

【公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針】 

◆基本方針◆ 

本計画では、公共施設等を安全かつ安心して利用できる健全な状態で提供す

ることにより市民サービスの質を確保するとともに、保有する公共施設等を自

らが維持、更新できる量まで縮減することにより将来的な財政負担の軽減を図

るため、以下の５つの基本方針を掲げます。 

１ 量を減らす 

２ 長く使う 

３ 上手に使う 

４ 協働で使う 

５ 正しく知る 
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６２～６４ページ 

（３）連携計画 

①観音寺市地域福祉計画（平成30（2018)～令和4（2022)年度） 

【基本理念】 

地域が生き 人が輝く 協働の地域社会 

【基本目標】 

１ 地域福祉活動に取り組む「人づくり」 

２ 地域課題を共有し、ともに解決する「地域づくり」 

３ 誰もが安心して暮らせる、包括的な「支援づくり」 

 

②観音寺市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画（平成30(2018)～令和

2(2020)年度） 

【基本理念】 

ともに支え合い、健康・生きがい・安心の長寿社会を確立するまち・観音寺 

【基本目標】 

１ はつらつとして、暮らしを楽しめるまちに 

  ～地域共生社会の実現に向けた取組の推進～ 

２  住み慣れた地域で安心して暮らせるまちに 

  ～地域包括ケアシステムの深化・推進～ 

３ 安心して介護保険サービスを受けられるまちに 

  ～介護保険サービスの適正な提供と基盤整備～ 

 

 

 

 

 

６０～６２ページ 

（３）連携計画 

①観音寺市地域福祉計画（令和5（2023）～令和9（2027）年度） 

【基本理念】 

地域が生き 人が輝く 協働の地域社会 

【基本目標】 

１ 地域でつながり、支え合う 

２ 必要な支援を届ける 

３ 包括的に支え合う仕組みをつくる 

 

②観音寺市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（令和6（2024）～令和8

（2026）年度） 

【基本理念】 

「あきらめんでえんで 望むくらしを最後まで」 

～つながる・支える・地域とともに～ 

【基本目標】 

１ あきらめずに自分のくらしを楽しめるまちに 

２ 人や地域とつながり支え合い助け合いのあるまちに 

３ 安心して介護保険サービスを受けられるまちに 
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③第２期観音寺市子ども・子育て支援事業計画（令和２（2020）～令和６

（2024）年度） 

【基本理念】 

次代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つまち 

【基本目標】 

１ 安心とゆとりを持って子どもを生み育てることのできるまちづくり 

２ すべての子どもが心身ともに健やかに育つことのできるまちづくり 

３ 地域全体で子どもと子育て家庭を支援することのできるまちづくり 

 

④観音寺市地域防災計画 

●都市防災対策計画 

第１ 主旨 

社会環境の変化に伴い、そこに発生する災害の態様も、多様化、複雑化の傾

向にあり、都市化の進展に伴い新たな災害発生が予想される。 

この計画では、このような状況から災害を防除し、被害を最小限に止めるた

め、防災空間の確保、建築物の不燃化の促進、市街地の再開発等を図ることに

より、都市の防災化対策を推進することについて定める。 

第２ 防災空間の整備 

災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止、その他建築

物の建設に関する制限を行い、被害の未然防止を図る。 

また、災害時における地区レベルでの延焼防止及び避難上必要な機能の確保

等を図るため、防災街区整備地区計画制度の活用を図り整備の推進を検討す

る。 

第３ 公園、オープンスペース等の整備 

１ 公園の整備 

③観音寺市こども計画（令和7（2025）～令和11（2029）年度） 

【基本理念】 

こども・若者の幸せを支え育てるまち 

【基本目標】 

１ こどもが健やかに成長できるまちづくり 

２ こども・若者の育ちを支えるまちづくり 

３ 地域全体でこどもと子育て家庭を支えるまちづくり 

 

 

④観音寺市地域防災計画 

●都市防災対策計画 

第１ 主旨 

社会環境の変化に伴い、そこに発生する災害の態様も、多様化、複雑化の傾

向にあり、都市化の進展に伴い新たな災害発生が予想される。 

この計画では、このような状況から災害を防除し、被害を最小限に止めるた

め、防災空間の確保、建築物の不燃化の促進、市街地の再開発等を図ることに

より都市の防災化対策を推進することについて定める。 

第２ 防災空間の整備 

災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止、その他建築

物の建設に関する制限を行い、被害の未然防止を図る。 

また、災害時における地区レベルでの延焼防止及び避難上必要な機能の確保

等を図るため、防災街区整備地区計画制度の活用を図り整備の推進を検討す

る。 

第３ 公園、オープンスペース等の整備 

１ 公園の整備 
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市は、飲料水兼用耐震性貯水槽、ヘリポート、かまどベンチ、マンホールト

イレ等防災機能向上に配慮し、関係機関と連携を図りながらその整備について

検討する。 

２ オープンスペースの確保に配慮した公共施設の整備 

道路、公園、河川、港湾、漁港等の公共施設管理者は、その施設整備に当た

り、災害の拡大防止や安全な避難場所・避難路確保等のオープンスペースとし

ての機能に配慮した整備に努める。 

第４ 公的住宅の不燃化促進 

公営住宅等については、不燃化を促進及び周辺環境を考慮した住宅団地その

ものの防災面での強化を図るとともに、地域の防災拠点として利用できるよ

う、配置及び機能等を考慮した住宅団地づくりを推進する。 

第５ 民間住宅の不燃化促進 

不燃化が進んでいる一方で、民間住宅は依然として木造家屋を中心として構

成されており、火災の同時多発により避難を困難にすることがある。特に、市

街地で木造家屋が密集していることに危険性が内在するものであり、建物の不

燃構造に対する指導を進めるほか、民間住宅の不燃化を推進する。 

第６ 市街地再開発事業の推進 

木造家屋が密集している地域等大規模災害に対し構造的にもろい地域につい

ては、再開発を通じ、耐震耐火建築物の建設及び道路、公園、緑地等の公共施

設の整備を図り、都市機能の整備と防災機能を充実し、災害に強いまちづくり

を推進する。 

第７ 宅地開発の防災対策 

開発行為の指導にあたっては、関係法令の適切な運用により無秩序な開発の

防止に努め、地域環境の保全、道路、排水、公園緑地、消防施設等の整備や防

災性を配慮した開発行為が図られるよう指導する。 

第８ 空き家対策 

市は、飲料水兼用耐震性貯水槽、ヘリポート、かまどベンチ、マンホールト

イレ等防災機能向上に配慮し、関係機関と連携を図りながらその整備について

検討する。 

２ オープンスペースの確保に配慮した公共施設の整備 

道路、公園、河川、港湾、漁港等の公共施設管理者は、その施設整備に当た

り、災害の拡大防止や安全な避難場所・避難路確保等のオープンスペースとし

ての機能に配慮した整備に努める。 

第４ 公的住宅の不燃化促進 

公営住宅等については、不燃化を促進及び周辺環境を考慮した住宅団地その

ものの防災面での強化を図るとともに、地域の防災拠点として利用できるよ

う、配置及び機能等を考慮した住宅団地づくりを推進する。 

第５ 民間住宅の不燃化促進 

不燃化が進んでいる一方で、民間住宅は依然として木造家屋を中心として構

成されており、火災の同時多発により避難を困難にすることがある。特に、市

街地で木造家屋が密集していることに危険性が内在するものであり、建物の不

燃構造に対する指導を進めるほか、民間住宅の不燃化を推進する。 

第６ 市街地再開発事業の推進 

木造家屋が密集している地域等大規模災害に対し構造的にもろい地域につい

ては、再開発を通じ、耐震耐火建築物の建設及び道路、公園、緑地等の公共施

設の整備を図り、都市機能の整備と防災機能を充実し、災害に強いまちづくり

を推進する。 

第７ 宅地開発の防災対策 

開発行為の指導に当たっては、関係法令の適切な運用により無秩序な開発の

防止に努め、地域環境の保全、道路、排水、公園緑地、消防施設等の整備や防

災性を配慮した開発行為が図られるよう指導する。 

第８ 空き家対策 
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市民と地域の安心・安全の確保と生活環境の保全を図るため、市民や関係機

関の協力を得ながら、管理不全な空き家等については、所有者等に適正な管理

を行うよう促し、災害が発生した場合は、空き家等に対して必要な措置を講じ

る。 

 

６８ページ 

第３章 立地の適正化に関する基本的な方針 

１．都市の将来像 

1-2 都市づくりの方向性 

（２）上位計画における都市づくりの方針（観音寺及び豊浜都市計画区域マスタ

ープラン） 

方針１ 持続可能な都市の形成に向けた集約型都市構造の実現 

■都市構造の変化や都市整備状況の差異など、都市の実情を踏まえた集約型

都市構造を実現する。 

■土地利用規制や誘導により、市街地の拡大・拡散を防止し、コンパクトな

都市を形成する。 

■地域の実情に応じた都市基盤施設の集積を誘導する。 

■既存ストック＊の有効活用による維持更新コストの低減を図る。 

■公共交通を軸とし、集約拠点間や都市圏域内を結ぶ交通ネットワークを形

成する。 

 

 

 

方針２ 安全・安心で快適な都市の形成 

■暮らしやすい環境づくりを行い、地域コミュニティの維持を図る。 

■誰もが移動しやすい交通環境の整備を図る。 

市民と地域の安心・安全の確保と生活環境の保全を図るため、市民や関係機

関の協力を得ながら、管理不全な空き家等については、所有者等に適正な管理

を行うよう促し、災害が発生した場合は、空き家等に対して必要な措置を講じ

る。 

 

６６ページ 

第３章 立地の適正化に関する基本的な方針 

１．都市の将来像 

1-2 都市づくりの方向性 

（２）上位計画における都市づくりの方針（観音寺及び豊浜都市計画区域マスタ

ープラン） 

方針１ 集約型都市構造の実現を目指した持続可能な都市づくり 

■都市構造の変化や都市整備状況の差異など、都市の実情を踏まえた集約型

都市構造を実現する。 

■土地利用規制や誘導により、市街地の拡大・拡散を防止し、コンパクトな

都市を形成する。 

■地域の実情に応じた都市基盤施設の集積を誘導する。 

■既存ストック＊の有効活用による維持更新コストの低減を図る。 

■公共交通を主とし、集約拠点間や都市圏域内を結ぶ交通ネットワークを形

成する。 

■民間活力の活用やストックマネジメント（既存施設の効率的運用）の考え

方による効率的な都市経営 

■ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の実現などの持続可能な都市づくり 

方針２ 安全・安心で住み続けられる快適な都市づくり 

■暮らしやすい環境づくりを行い、地域コミュニティの維持を図る。 

■誰もが移動しやすい交通環境の整備を図る。 
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■災害へのハード及びソフト対策による都市防災力の向上に向けた取組を推

進する。 

方針３ 地域振興によるまちの賑わいの創出 

■既存ストックの有効活用や都市機能の集積によって、まちなか居住を促進

し、中心市街地において「まちの顔」としての賑わいと活力を創出する。 

■地域特有の歴史文化や景観などを活用し、地域の魅力を向上させることに

より、地域振興や定住化を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ハード・ソフトの両面から防災・減災・国土強靱化の取組を推進 

 

方針３ 地域の個性を活かした賑わいのある都市づくり 

■既存ストックの有効活用や都市機能の集積によって、まちなか居住を促進

し、中心市街地において「まちの顔」としての賑わいと活力を創出する。 

■地域特有の歴史文化や景観などを活用し、地域の魅力を向上させることに

より、地域振興や定住化を促進する。 

■官民が連携し地域の魅力を発信するエリアマネジメント（民間主体の地域

経営）や観光まちづくりの推進 

方針４ 環境と共生する都市づくり 

■都市機能の集約や公共交通の利用促進により、都市活動におけるエネルギ

ー消費の効率化を進め、低炭素型の都市づくりを推進 

■公共施設の緑化やグリーンインフラ（自然環境が有する多様な機能を活用

した地域づくり）の活用など自然と共生する都市づくりを推進 
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（３）第２期観音寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

基本目標４ 持続可能なまちづくり 

持続可能なまちをつくるため、人と人とのネットワークを強化することによ

り、豊かなコミュニティの形成を図ります。また、都市・集落・コミュニティ

の機能を高めるとともに、集約拠点の機能強化や集約拠点間の連携強化、他市

との広域連携の推進を図ることで効率的な市民サービスの提供に努めます。 

【施策の基本的な方向】 

（１）周辺市町との連携 

（２）地域コミュニティの活性化 

（３）住民の住みやすさ向上 

（４）情報提供と広聴広報活動の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）観音寺市地方創生総合戦略 

基本目標４ 持続可能なまちづくり 

持続可能なまちをつくるため、人と人とのネットワークを強化することによ

り、豊かなコミュニティの形成を図ります。また、都市・集落・コミュニティ

の機能を高めるとともに、集約拠点の機能強化や集約拠点間の連携強化、他市

との広域連携の推進を図ることで効率的な市民サービスの提供に努めます。 

【施策の基本的な方向】 

（１）周辺市町との連携 

（２）地域コミュニティの活性化 

（３）住民の住みやすさ向上 

（４）情報提供と広聴広報活動の強化 

（５）デジタル行政の推進 
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７５ページ 

２．立地適正化計画に関する基本方針 

2-1 基本目標 

本市の都市づくりは、「第２次観音寺市都市計画マスタープラン」におい

て、将来都市構造を「観音寺式多核連携型コンパクトシティ」とし、本市はも

とより西讃地域全体の発展を担うとともに、愛媛県等との交流を促進するた

め、中枢的な都市機能が立地し、さらなる多様な都市機能の集積を目指す観音

寺中心拠点、個性ある歴史、文化が育まれ、文化施設、生活関連施設などの都

市機能が立地する豊浜地域拠点、歴史的に形成されてきた地域の生活拠点とな

る大野原生活拠点を定め、それらの拠点間が交通や情報通信等のネットワーク

で結ばれた利便性の高いコンパクトで周辺環境と調和した都市の形成を目指し

ています。 

本市の人口は、今後さらなる減少が進むと予測されていますが、「第２期観

音寺市人口ビジョン」、「第２期観音寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

では、雇用の場を確保し、人口の自然減・社会減を抑制するための「人口減少

抑制戦略」、人口減少に対応し、持続可能なまちを目指す「人口減少社会適応

戦略」の２つの戦略を推進し、令和42（2060）年に人口42,000人の人口の確保

を目指すこととしています。 

このようなことから、本市の現状及び課題等を踏まえ、本計画における基本

方針を以下のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

７３ページ 

２．立地適正化計画に関する基本方針 

2-1 基本目標 

本市の都市づくりは、「第２次観音寺市都市計画マスタープラン」におい

て、将来都市構造を「観音寺式多核連携型コンパクトシティ」とし、本市はも

とより西讃地域全体の発展を担うとともに、愛媛県等との交流を促進するた

め、中枢的な都市機能が立地し、さらなる多様な都市機能の集積を目指す観音

寺中心拠点、個性ある歴史、文化が育まれ、文化施設、生活関連施設などの都

市機能が立地する豊浜地域拠点、歴史的に形成されてきた地域の生活拠点とな

る大野原生活拠点を定め、それらの拠点間が交通や情報通信等のネットワーク

で結ばれた利便性の高いコンパクトで周辺環境と調和した都市の形成を目指し

ています。 

本市の人口は、今後さらなる減少が進むと予測されていますが、「第３期観

音寺市人口ビジョン」、「観音寺市地方創生総合戦略」では、雇用の場を確保

し、人口の自然減・社会減を抑制するための「人口減少抑制戦略」、人口減少

に対応し、持続可能なまちを目指す「人口減少社会適応戦略」の２つの戦略を

推進し、令和42（2060）年に人口42,000人の人口の確保を目指すこととしてい

ます。 

このようなことから、本市の現状及び課題等を踏まえ、本計画における基本

方針を以下のように定めます。 
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2-2 基本方針 

本市は、ＪＲ観音寺駅周辺の中心市街地を有する旧観音寺市、ＪＲ豊浜駅周

辺に都市機能が集積する旧豊浜町、内陸部の生活拠点を形成する旧大野原町を

核とした都市構造を有しています。それぞれの地域特性を生かした多様な暮ら

し方が持続するよう、個性あるまちづくりの推進、さらに利便性の高い公共交

通ネットワークの強化を図ります。 

人口減少や高齢化の進行等を前提に、本市において市民が安心で快適に暮ら

し続けていくうえでは、過度な自動車利用に依存することなく、徒歩や自転

車、公共交通等の移動により、さまざまな都市サービスを効率的に享受できる

まちづくりが重要と考えています。 

このため本計画においては、現在の土地利用の状況やこれまで整備してきた

都市基盤等、既存ストックの有効活用を基本に、公共交通ネットワークを主体

としつつ、市民の多様なライフスタイルに応じた暮らし方が選択できる環境を

提供しながら、長期的な視点で地域に合った居住機能や医療、福祉、商業等の

都市機能の集積を図ります。 

立地適正化計画は、生活サービスの維持、区域内投資や消費の持続的確保、

生産性向上、健康増進、財政健全化、環境保全、国土強靭化など、さまざまな

分野の政策の推進基盤となるものであり、関連する計画や政策分野（医療・福

祉・公共交通・住宅・健康）との連携を強化し、コンパクトシティの実現を図

ることとします。 

 

 

 

 

 

 

2-2 基本方針 

本市は、ＪＲ観音寺駅周辺の中心市街地を有する旧観音寺市、ＪＲ豊浜駅周

辺に都市機能が集積する旧豊浜町、内陸部の生活拠点を形成する旧大野原町を

核とした都市構造を有しています。それぞれの地域特性を生かした多様な暮ら

し方が持続するよう、個性あるまちづくりの推進、さらに利便性の高い公共交

通ネットワークの強化を図ります。 

人口減少や高齢化の進行等を前提に、本市において市民が安心で快適に暮ら

し続けていくうえでは、過度な自動車利用に依存することなく、徒歩や自転

車、公共交通等の移動により、さまざまな都市サービスを効率的に享受できる

まちづくりが重要と考えています。 

このため本計画においては、現在の土地利用の状況やこれまで整備してきた

都市基盤等、既存ストックの有効活用を基本に、公共交通ネットワークを主体

としつつ、市民の多様なライフスタイルに応じた暮らし方が選択できる環境を

提供しながら、長期的な視点で地域に合った居住機能や医療、福祉、商業等の

都市機能の集積を図ります。 

立地適正化計画は、生活サービスの維持、区域内投資や消費の持続的確保、

生産性向上、健康増進、財政健全化、環境保全、国土強靭化など、さまざまな

分野の政策の推進基盤となるものであり、関連する計画や政策分野（医療・福

祉・公共交通・住宅・健康）との連携を強化し、コンパクトシティの実現を図

ることとします。 
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関係部局の連携による、関係施策の整合性のとれたコンパクトシティ政策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係部局の連携による、関係施策の整合性のとれたコンパクトシティ政策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地活性化基本計画

公共施設等総合管理計画

地域防災計画

住生活基本計画

インフラ施設長寿命化計画

立地適正化計画こども計画

農業振興計画医療・福祉に係る計画

地方版総合戦略

地域公共交通計画
コンパクトシティ政策
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７８～７９ページ 

2-3 目指すべき都市の骨格構造 

拠  点 拠点との連携 
計画 

対象 

観 音 寺  

中心拠点 

本市の中心市街地として、ま

た、県西部の地域都市拠点と

して、中枢的な都市機能（広

域的な都市機能、主要交通結

節点＊）が集積する区域及び

その周辺 

□地域基幹連携軸 

拠点間を結ぶ鉄道、バス等の地域交

通 

（中心拠点～地域拠点） 

□地域連携軸 

拠点間を結ぶバス等の地域交通 

（中心拠点～生活拠点） 

□生活連携軸 

拠点と地域間を結ぶバス等の地域

交通 

◎● 

ＪＲ観音寺駅とその周辺 

豊  浜 

地域拠点 

まちの成り立ちにおいて歴

史的に地域の中心的な役割

を担ってきた地区で、一定の

市街地が形成され、生活関連

施設や公共公益施設の機能

集積がある区域及びその周

辺 

□地域基幹連携軸 

拠点間を結ぶ鉄道、バス等の地域交

通 

（地域拠点～中心拠点） 

□地域連携軸 

拠点間を結ぶバス等の地域交通 

（地域拠点～生活拠点） 

□生活連携軸 

拠点と地域間を結ぶバス等の地域

交通  

◎● 

ＪＲ豊浜駅とその周辺 

大 野 原  

生活拠点 

まちの成り立ちにおいて歴

史的に地域の中心的な役割

を担ってきた地区で、公共公

益施設等の機能の一定の集

積がある区域及びその周辺 

□地域連携軸 

拠点間を結ぶバス等の地域交通 

（生活拠点～中心拠点・地域拠点） 

□生活連携軸 

拠点と地域間を結ぶバス等の地域

交通 

◎ 

大野原支所とその周辺 

コミュニ

ティ拠点 

地域住民の日常生活を支え、

祭りや伝統文化などのコミ

ュニティ活動の拠点となる

地区でコミュニティ形成の

ための拠点施設周辺 

□生活連携軸 

拠点と地域間を結ぶバス等の地域

交通 
◎ 

地区公民館とその周辺 
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2-3 目指すべき都市の骨格構造 

拠  点 拠点との連携 
計画 

対象 

観 音 寺  

中心拠点 

本市の中心市街地として、ま

た、県西部の地域都市拠点と

して、中枢的な都市機能（広

域的な都市機能、主要交通結

節点＊）が集積する区域及び

その周辺 

□地域基幹連携軸 

拠点間を結ぶ鉄道、バス等の地域交

通 

（中心拠点～地域拠点） 

□地域連携軸 

拠点間を結ぶバス等の地域交通 

（中心拠点～生活拠点） 

□生活連携軸 

拠点と地域間を結ぶバス等の地域

交通 

◎● 

ＪＲ観音寺駅とその周辺 

豊  浜 

地域拠点 

まちの成り立ちにおいて歴

史的に地域の中心的な役割

を担ってきた地区で、一定の

市街地が形成され、生活関連

施設や公共公益施設の機能

集積がある区域及びその周

辺 

□地域基幹連携軸 

拠点間を結ぶ鉄道、バス等の地域交

通 

（地域拠点～中心拠点） 

□地域連携軸 

拠点間を結ぶバス等の地域交通 

（地域拠点～生活拠点） 

□生活連携軸 

拠点と地域間を結ぶバス等の地域

交通  

◎● 

ＪＲ豊浜駅とその周辺 

大 野 原  

生活拠点 

まちの成り立ちにおいて歴

史的に地域の中心的な役割

を担ってきた地区で、公共公

益施設等の機能の一定の集

積がある区域及びその周辺 

□地域連携軸 

拠点間を結ぶバス等の地域交通 

（生活拠点～中心拠点・地域拠点） 

□生活連携軸 

拠点と地域間を結ぶバス等の地域

交通 

◎ 

大野原支所とその周辺 

コミュニ

ティ拠点 

地域住民の日常生活を支え、

祭りや伝統文化などのコミ

ュニティ活動の拠点となる

地区でコミュニティ形成の

ための拠点施設周辺 

□生活連携軸 

拠点と地域間を結ぶバス等の地域

交通 
◎ 

地区公民館とその周辺 
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拠点と地域連携軸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拠点と地域連携軸 
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８６ページ 

第４章 都市機能誘導区域及び誘導施設について 

２．都市機能誘導区域の設定 

（２）都市機能誘導区域の具体的な設定方法 

(ｱ)区域設定の検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８４ページ 

第４章 都市機能誘導区域及び誘導施設について 

２．都市機能誘導区域の設定 

（２）都市機能誘導区域の具体的な設定方法 

(ｱ)区域設定の検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．都市の現状 ２．上位・関連計画

● 人口分布・将来人口推計 ● 県都市計画区域マスタープラン

● 都市機能の集積 ● 市都市計画マスタープラン

● 公共交通の利便性　等 ● 総合計画・地方創生総合戦略　等

３．都市機能誘導区域の検討

　人口集積や都市機能の立地状況、上位・関連計画の位置づけ等より、都市機能誘導区域

を設定

【設定要件】

①.公共交通の利便性が高く、都市機能が充実している区域

②.歴史的に地域の拠点性を有する区域

③.上位計画における拠点や市の政策等における重点的まちづくり推進地区

４．除外する区域

● 災害リスクの高い区域

　※土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域

　※地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域

　※家屋倒壊等氾濫想定区域

● 用途地域外

　※ただし、市街地連担区域は用途地域と同等とみなす。

都市機能誘導区域の決定
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８７ページ 

(ｲ)客観的な指標による区域抽出 

■公共施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇観音寺中心拠点 

・ＪＲ観音寺駅周辺に子育て・学校教育施設、国・県の出先機関などの行政

施設等、公共施設が立地しています。 

・図書館、市民会館等文化施設も立地しています。 

◇豊浜地域拠点 

・豊浜支所周辺に子育て・学校教育施設、図書館、豊浜総合体育館などが立

地しています。 

・図書館、資料館等文化施設も立地しています。 

８５ページ 

(ｲ)客観的な指標による区域抽出 

■公共施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇観音寺中心拠点 

・ＪＲ観音寺駅周辺に子育て・学校教育施設、市庁舎や国・県の出先機関な

どの行政施設等、公共施設が立地しています。 

・図書館、市民会館等文化施設も立地しています。 

◇豊浜地域拠点 

・豊浜支所周辺に子育て・学校教育施設、図書館、豊浜総合体育館などが立

地しています。 

・図書館、資料館等文化施設も立地しています。 
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８８ページ 

■公共交通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇観音寺中心拠点 

・ＪＲ観音寺駅周辺が公共交通利便地区となっています。 

◇豊浜地域拠点 

・ＪＲ豊浜駅周辺が公共交通利便地区となっています。 

 

８６ページ 

■公共交通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇観音寺中心拠点 

・ＪＲ観音寺駅周辺が公共交通便利地域となっています。 

◇豊浜地域拠点 

・ＪＲ豊浜駅周辺が公共交通便利地域となっています。 
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８９ページ 

■人口集積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇観音寺中心拠点 

・ＪＲ観音寺駅北西部に40人/ha以上のまとまった区域が存在します。また、

県道観音寺池田線と県道丸亀詫間豊浜線の交差点付近等において、40人/ha

以上の区域が存在します。 

・国道１１号と県道込野観音寺線の交差点付近等に40人/ha以上の区域が存在

します。 

◇豊浜地域拠点 

・都市計画区域全体に21-30人/haの区域が広がっています。 

８７ページ 

■人口集積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇観音寺中心拠点 

・ＪＲ観音寺駅北西部に40人/ha以上のまとまった区域が存在します。また、

県道観音寺池田線と県道丸亀詫間豊浜線の交差点付近等において、40人/ha

以上の区域が存在します。 

・国道１１号と県道込野観音寺線の交差点付近等に40人/ha以上の区域が存在

します。 

◇豊浜地域拠点 

・都市計画区域全体に21～30人/haの区域が広がっています。 
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改正前 改正後 

９０～９１ページ 

■土地利用（計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８８～８９ページ 

■土地利用（計画） 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇観音寺中心拠点 

・ＪＲ観音寺駅周辺には634haの用途地域が設定されており、中心部の52.4ha

には商業系用途が指定されています。 

・平野部は、用途地域以外、ほぼ全域が農業地域として農振地域が設定され

ており、優良な農業生産基盤を保全する農用地が指定されています。 

・有明浜及び琴弾公園周辺は自然公園の特別地域が指定されています。 

◇豊浜地域拠点 

・豊浜中心部では、市街地連担区域があり、住宅用地等として農振農用地か

ら除外されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇観音寺中心拠点 

・ＪＲ観音寺駅周辺には655.4haの用途地域が設定されており、中心部の

52.4haには商業系用途が指定されています。 

・平野部は、用途地域以外、ほぼ全域が農業地域として農振地域が設定され

ており、優良な農業生産基盤を保全する農用地が指定されています。 

・有明浜及び琴弾公園周辺は自然公園の特別地域が指定されています。 

◇豊浜地域拠点 

・豊浜中心部では、市街地連担区域があり、住宅用地等として農振農用地か

ら除外されています。 
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改正前 改正後 

９２ページ 

■土地利用（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇観音寺中心拠点 

・ＪＲ観音寺駅周辺から観音寺港方面において、住宅、商業用地などが集積

しています。一方、郊外部の国道１１号と県道込野観音寺線の交差点付近

においても、まとまった住宅地がみられます。 

・臨海部に大規模な工業用地がみられます。 

・都市計画区域内の用途地域外は、農地と住宅地が混在しています。 

◇豊浜地域拠点 

・ＪＲ豊浜駅周辺において、鉄道から西の国道１１号にかけて、住宅地、公

益施設用地が連担しています。 

・臨海部に大規模な工業用地がみられます。 

９０ページ 

■土地利用（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇観音寺中心拠点 

・ＪＲ観音寺駅周辺から観音寺港方面において、住宅、商業用地などが集積

しています。一方、郊外部の国道１１号と県道込野観音寺線の交差点付近

においても、まとまった住宅地がみられます。 

・臨海部に大規模な工業用地がみられます。 

・都市計画区域内の用途地域外は、農地と住宅地が混在しています。 

◇豊浜地域拠点 

・ＪＲ豊浜駅周辺において、鉄道から西の国道１１号にかけて、住宅地、公

益施設用地が連担しています。 

・臨海部に大規模な工業用地がみられます。 
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改正前 改正後 

９３ページ 

■インフラ施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇観音寺中心拠点 

・主に、県道黒渕本大線以北から財田川左岸の間において、計画的に街路整

備が進められています。 

・公共下水道＊は、用途地域内の財田川右岸北側、東側の一部を除き整備済み

または今後の整備が予定されています。 

◇豊浜地域拠点 

・幹線の国道１１号が整備されていますが、中心部は細い街路が多くなって

います。 

９１ページ 

■インフラ施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇観音寺中心拠点 

・主に、県道黒渕本大線以北から財田川左岸の間において、計画的に街路整

備が進められています。 

・公共下水道＊は、用途地域内の財田川右岸北側、東側の一部を除き整備済み

または今後の整備が予定されています。 

◇豊浜地域拠点 

・幹線の国道１１号が整備されていますが、中心部は細い街路が多くなって

います。 
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改正前 改正後 

９４ページ 

(ｳ)災害リスクの高い区域 

本市における「災害リスクの高い区域」とは、都市計画運用指針及び本市の

地域特性や防災の状況を踏まえ、下記に該当する区域とします。 

◇土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規

定する土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域 

◇地すべり等防止法に規定する地すべり防止区域 

◇急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊

危険区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９２ページ 

(ｳ)災害リスクの高い区域 

本市における「災害リスクの高い区域」とは、都市計画運用指針及び本市の

地域特性や防災の状況を踏まえ、下記に該当する区域とします。 

◇土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規

定する土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域 

◇地すべり等防止法に規定する地すべり防止区域 

◇急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊

危険区域 

◇家屋倒壊等氾濫想定区域 
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改正前 改正後 

９５ページ 

②都市機能誘導区域の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９３ページ 

②都市機能誘導区域の検討 
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改正前 改正後 

９６ページ 

（３）都市機能誘導区域の設定 

①観音寺都市機能誘導区域 

観音寺都市機能誘導区域は、中心市街地活性化基本計画における中心市街地

区域を基に、観音寺駅を中心に半径800ｍ程度の範囲で設定する、面積にして

231haの区域です。 

当該区域は、市内中心部に位置し、行政、文化施設、学校、医療機関などが

集積しています。既成中心市街地の一定の機能集積を生かして、それらの区域

外への拡散を防ぐとともに、より高次で、生活利便性や魅力を高める機能の集

積を狙い、市の中心と呼ぶにふさわしい暮らしやすく、訪れたくなるエリアの

形成を目指します。 

■観音寺都市機能誘導区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９４ページ 

（３）都市機能誘導区域の設定 

①観音寺都市機能誘導区域 

観音寺都市機能誘導区域は、中心市街地活性化基本計画における中心市街地

区域を基に、観音寺駅を中心に半径800ｍ程度の範囲で設定する、面積にして

216haの区域です。 

当該区域は、市内中心部に位置し、行政、文化施設、学校、医療機関などが

集積しています。既成中心市街地の一定の機能集積を生かして、それらの区域

外への拡散を防ぐとともに、より高次で、生活利便性や魅力を高める機能の集

積を狙い、市の中心と呼ぶにふさわしい暮らしやすく、訪れたくなるエリアの

形成を目指します。 

■観音寺都市機能誘導区域図 
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改正前 改正後 

９７ページ 

■観音寺都市機能誘導区域の町別一覧 

◇町全体が誘導区域に含まれる 

観音寺町 琴浪町二丁目 昭和町一丁目 昭和町三丁目 

坂本町一丁目 坂本町六丁目 坂本町七丁目 天神町一丁目 

天神町二丁目 天神町三丁目 茂木町四丁目 南町一丁目 

栄町一丁目 栄町三丁目 茂西町一丁目 茂西町二丁目 

幸町    

 

◇町域の一部が誘導区域に含まれる 

三本松町一丁目 三本松町二丁目 三本松町四丁目 瀬戸町一丁目 

昭和町二丁目 坂本町二丁目 坂本町五丁目 茂木町二丁目 

茂木町三丁目 茂木町五丁目 南町二丁目 南町五丁目 

栄町二丁目 西本町一丁目 西本町二丁目 流岡町 

村黒町 柞田町   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９５ページ 

■観音寺都市機能誘導区域の町別一覧 

◇町全体が誘導区域に含まれる 

琴浪町二丁目 昭和町一丁目 昭和町三丁目 坂本町一丁目 

坂本町六丁目 坂本町七丁目 天神町一丁目 天神町二丁目 

天神町三丁目 南町一丁目 栄町一丁目 栄町三丁目 

幸町    

 

◇町域の一部が誘導区域に含まれる 

観音寺町 三本松町一丁目 三本松町二丁目 三本松町四丁目 

瀬戸町一丁目 昭和町二丁目 坂本町二丁目 坂本町五丁目 

茂木町二丁目 茂木町三丁目 茂木町四丁目 茂木町五丁目 

南町二丁目 南町五丁目 栄町二丁目 茂西町一丁目 

茂西町二丁目 西本町一丁目 西本町二丁目 流岡町 

村黒町 柞田町   
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改正前 改正後 

９８ページ 

②豊浜都市機能誘導区域 

豊浜都市機能誘導区域は、ＪＲ豊浜駅を中心に、ＪＲ予讃線と国道１１号に

囲まれた連担区域で設定する範囲で、面積にして77haの区域です。 

当該区域は、旧豊浜町の中心地区であり、香川県西部の基幹病院である三豊

総合病院が立地し、国道１１号沿道には商業が集積しています。 

■豊浜都市機能誘導区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９６ページ 

②豊浜都市機能誘導区域 

豊浜都市機能誘導区域は、ＪＲ豊浜駅を中心に、ＪＲ予讃線と国道１１号に

囲まれた連担区域で設定する範囲で、面積にして77haの区域です。 

当該区域は、旧豊浜町の中心地区であり、香川県西部の基幹病院である三豊

総合病院が立地し、国道１１号沿道には商業が集積しています。 

■豊浜都市機能誘導区域図 
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改正前 改正後 

９９ページ 

③都市機能誘導区域全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９７ページ 

③都市機能誘導区域全体図 
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改正前 改正後 

１０４ページ 

３．誘導施設 

3-3 誘導施設の整理 

（２）誘導施設に設定する生活利便施設の検討 

①生活利便施設の立地状況と充足状況 

都市機能誘導区域を設定した地区における圏域内（小学校区単位の地区内）

の施設の立地状況等について検証し、都市機能誘導区域で維持する施設と誘導

する施設に分けて、誘導施設の設定を行います。 

都市機能誘導区域が存在する区域内人口で、区域内の生活利便施設を利用す

ると仮定して、それぞれの施設の立地状況と充足状況を算定します。 

（観音寺都市機能誘導区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０２ページ 

３．誘導施設 

3-3 誘導施設の整理 

（２）誘導施設に設定する生活利便施設の検討 

①生活利便施設の立地状況と充足状況 

都市機能誘導区域を設定した地区における圏域内（小学校区単位の地区内）

の施設の立地状況等について検証し、都市機能誘導区域で維持する施設と誘導

する施設に分けて、誘導施設の設定を行います。 

都市機能誘導区域が存在する区域内人口で、区域内の生活利便施設を利用す

ると仮定して、それぞれの施設の立地状況と充足状況を算定します。 

（観音寺都市機能誘導区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況人口 将来人口 福祉 子育て支援

（令和2年） （令和22年）

総人口 総人口
内科

外科・

整形外科
小児科 歯科

［国勢調査］ ［社人研］ 観音寺地区の位置づけ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

市全域施設数 12 40 1 3 60 30 15 9 29 1 23

市全域での１施設あたり

必要人口（人）
4,787 1,436 57,438 19,146 957 1,915 3,829 6,382 1,981 57,438 2,497

都市機能誘導区域内

施設数
4 12 0 2 11 8 5 2 5 1 2

都市機能誘導区域内

必要施設数
2 5 1 1 7 4 2 1 4 1 3

不足施設数 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

圏域内施設数 1 5 0 0 5 3 0 2 2 0 0

誘導する施設数

※施設設定が●で、施設が

　不足している場合

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

観 音 寺

都市機能

誘導区域

6,168 4,357

57,438 45,380市全域

圏域人口

商業

スーパー

マーケット
金融機関

施設分類 地域包括支援

センター

子育て世帯

支援施設

生活利便施設

地域名 地域医療

支援病院
一般病院 診療所

（一般病院・診療所）診療科別

医療福祉 子育て支援

内科
外科・

整形外科
小児科 歯科

観音寺地区の位置づけ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

市全域施設数 14 47 1 3 60 28 16 11 31 1 17

市全域での１施設あたり

必要人口(人)
4,244 1,265 59,409 19,803 991 2,122 3,714 5,401 1,917 59,409 3,495

都市機能誘導区域内

施設数
5 14 0 2 14 9 5 4 7 1 1

都市機能誘導区域内

必要施設数
2 6 1 1 8 4 2 2 4 1 3

不足施設数 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

圏域内施設数 1 2 0 0 3 1 0 0 2 0 0

誘導する施設数

※施設設定が●で、施設が

　不足している場合

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

生活利便施設

施設分類

商業 医療

スーパーマー

ケット
金融機関 一般病院 診療所

子育て世帯

支援

地域包括支援

センター
総人口

[社人研]

将来人口

(令和22年) （一般病院・診療所）診療科別
地域医療

支援病院

地域名

市全域

観 音 寺

都市機能

誘導区域

現況人口

(平成27年)

総人口

[国勢調査]

圏域人口

59,409 41,505

5,3957,105
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改正前 改正後 

（豊浜都市機能誘導区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１施設あたり必要人口とは、「本市の総人口／本市全域に立地している施

設数」より得られた数値。 

※必要数とは、「拠点が担うべき対象とする地域人口／１施設あたり必要人

口」より算出した圏域内の必要施設数とします。 

※圏域内施設数とは、対象とする圏域内に既に立地している施設数としま

す。 

 圏域は、小学校の通学区または徒歩通学区域（小学校から約2km以内）を対

象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（豊浜都市機能誘導区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市全域の１施設あたり必要人口とは、令和2（2020）年の「本市の総人口／

本市全域に立地している施設数」より得られた数値。 

※必要数とは、「拠点が担うべき対象とする地域人口／１施設あたり必要人

口」より算出した圏域内の必要施設数とします。 

※圏域内施設数とは、対象とする圏域内に既に立地している施設数としま

す。 

 圏域は、小学校の通学区または徒歩通学区域（小学校から約2km以内）を対

象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況人口 将来人口 福祉 子育て支援

（令和2年） （令和22年）

総人口 総人口
内科

外科・

整形外科
小児科 歯科

［国勢調査］ ［社人研］ 豊浜地区の位置づけ ● ● ● ー ● ● ー ー ● ー ●

市全域施設数 12 40 1 3 60 30 15 9 29 1 23

市全域での１施設あたり

必要人口（人）
4,787 1,436 57,438 19,146 957 1,915 3,829 6,382 1,981 57,438 2,497

都市機能誘導区域内

施設数
0 4 1 0 5 4 1 1 2 0 1

都市機能誘導区域内

必要施設数
1 2 1 ー 2 1 ー ー 1 ー 1

不足施設数 1 0 0 ー 0 0 ー ー 0 ー 0

圏域内施設数 1 2 0 ー 0 0 ー ー 0 ー 1

誘導する施設数

※施設設定が●で、施設が

　不足している場合

0 0 0 ー 0 0 ー ー 0 ー 0

市全域 57,438 45,380

豊　　浜

都市機能

誘導区域

1,546 915

地域名

圏域人口 生活利便施設

施設分類

商業 医療

スーパー

マーケット

子育て世帯

支援施設
金融機関

地域医療

支援病院
一般病院 診療所

（一般病院・診療所）診療科別
地域包括支援

センター

福祉 子育て支援

内科
外科・

整形外科
小児科 歯科

豊浜地区の位置づけ ● ● ● ― ● ● ― ― ● ― ●

市全域施設数 14 47 1 3 60 28 16 11 31 1 17

市全域での１施設あたり

必要人口(人)
4,244 1,265 59,409 19,803 991 2,122 3,714 5,401 1,917 59,409 3,495

都市機能誘導区域内

施設数
0 4 1 0 5 3 0 0 2 0 0

都市機能誘導区域内

必要施設数
1 2 1 ― 2 1 ― ― 1 ― 1

不足施設数 1 0 0 ― 0 0 ― ― 0 ― 1

圏域内施設数 1 7 0 ― 6 3 ― ― 3 ― 1

誘導する施設数

※施設設定が●で、施設が

　不足している場合

0 0 0 ― 0 0 ― ― 0 ― 0

生活利便施設

医療

スーパーマー

ケット
金融機関

地域医療

支援病院
一般病院 診療所

（一般病院・診療所）診療科別
地域名

圏域人口

豊　　浜

都市機能

誘導区域

1,517 948

地域包括支援

センター

子育て世帯

支援
総人口

[国勢調査]

総人口

[社人研]

市全域 59,409 41,505

現況人口

(平成27年)

将来人口

(令和22年)
施設分類

商業
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１０５ページ 

③都市機能誘導区域の誘導施設の設定 

都市機能誘導区域において誘導施設として「維持」する生活利便施設は下表

に示す施設となります。 

 

 

 

 

 

④小学校通学区内の補完施設の立地 

区域内に施設が立地しない（または不足する）ものの、圏域内に立地し、区

域内の機能を「補完」する生活利便施設は、下表に示す施設となります。 
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③都市機能誘導区域の誘導施設の設定 

都市機能誘導区域において誘導施設として「維持」する生活利便施設は下表

に示す施設となります。 

 

 

 

 

 

④小学校通学区内の補完施設の立地 

区域内に施設が立地しない（または不足する）ものの、圏域内に立地し、区

域内の機能を「補完」する生活利便施設は、下表に示す施設となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉 子育て支援

誘導区域
内科

外科・
整形外科

小児科 歯科

維持 維持 ― 維持 維持 維持 維持 維持 維持 維持 ―

― 維持 維持 ― 維持 維持 ― ― 維持 ― ―

スーパー
マーケット

金融機関
地域医療
支援病院

生活利便施設施設分類

観音寺都市機能誘導区域

豊浜都市機能誘導区域

一般病院 診療所

（一般病院・診療所）診療科別
地域包括支
援センター

子育て世帯
支援

商業 医療

福祉 子育て支援

誘導区域
内科

外科・
整形外科

小児科 歯科

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

補完 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 補完

子育て世帯
支援

観音寺都市機能誘導区域

豊浜都市機能誘導区域

金融機関
地域医療
支援病院

一般病院 診療所

（一般病院・診療所）診療科別
地域包括支
援センター

スーパー
マーケット

生活利便施設

商業 医療

施設分類

施設分類

福祉 子育て支援

誘導区域
内科

外科・

整形外科
小児科 歯科

維持 維持 ー 維持 維持 維持 維持 維持 維持 維持 ー

ー 維持 維持 ー 維持 維持 ー ー 維持 ー 維持

観音寺都市機能誘導区域

豊浜都市機能誘導区域

生活利便施設

商業 医療

スーパー

マーケット
金融機関

地域医療

支援病院
一般病院 診療所

（一般病院・診療所）診療科別
地域包括支援

センター

子育て世帯

支援施設

施設分類

福祉 子育て支援

誘導区域
内科

外科・

整形外科
小児科 歯科

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

補完 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

生活利便施設

商業 医療

スーパー

マーケット

子育て世帯

支援施設
診療所

（一般病院・診療所）診療科別
地域包括支援

センター

観音寺都市機能誘導区域

豊浜都市機能誘導区域

金融機関
地域医療

支援病院
一般病院
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１０７ページ 

3-4 生活利便施設の設定 

（１）誘導施設のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０５ページ 

3-4 生活利便施設の設定 

（１）誘導施設のまとめ 
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１０８ページ 

（２）誘導方針 

①観音寺都市機能誘導区域 

観音寺都市機能誘導区域においては、本市の中心拠点にふさわしい生活利便

施設を確保するため、区域内の施設の維持及び圏域内での補完施設だけでは充

足できていない「地域医療支援病院」及び「子育て世帯支援施設」の誘導を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０６ページ 

（２）誘導方針 

①観音寺都市機能誘導区域 

観音寺都市機能誘導区域においては、本市の中心拠点にふさわしい生活利便

施設を確保するため、区域内の施設の維持及び圏域内での補完施設だけでは充

足できていない「地域医療支援病院」及び「子育て世帯支援施設」の誘導を図

ります。 
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１０９ページ 

②豊浜都市機能誘導区域 

豊浜都市機能誘導区域においては、現在、区域内の施設の維持及び圏域内で

の補完施設により、当該区域に必要な生活利便施設は充足しています。 

現時点では、新たに誘導を必要とする施設はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０７ページ 

②豊浜都市機能誘導区域 

豊浜都市機能誘導区域においては、現在、区域内の施設の維持及び圏域内で

の補完施設により、当該区域に必要な生活利便施設は充足しています。 

現時点では、新たに誘導を必要とする施設はありません。 
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１１０～１１１ページ 

４．誘導施設の立地を誘導するために講ずべき施策に関する事項 

4-4 本市が独自に講じる施策 

立地適正化計画を市が進めるさまざまな分野の政策の推進基盤として、関連

する計画や医療・福祉・公共交通・住宅・健康などの政策分野との連携を強化

し、都市機能の誘導を図ります。 

（１）都市計画制度の運用 

①立地適正化計画に即した都市計画の見直し  

本計画に即して都市計画の見直しを検討します。  

・用途地域等の地域地区の変更 

・都市施設（道路や駐車場等）の変更  

・その他、必要に応じた都市計画の見直し 

②都市計画による誘導支援等 

・特定用途制限地域の設定による誘導区域外の都市機能立地の抑制 

（２）既存施策等の活用 

現在進めている施策や、今後新たに取り組む施策については、その制度や要

綱の活用・見直しを検討するなどして、誘導施設の誘導に資する支援策を段階

的に充実させます。 

①誘導施設の整備 

都市再構築戦略事業等の活用により、本計画に位置づけた誘導施設を都市機

能誘導区域内へ維持・誘導し、充実を図ります。 

具体的な事業としては、商店街等活性化促進事業等があり、都市機能誘導区

域内の商店街の振興を通じて、誘導施設の立地を促進します。 

②交通政策の見直し 

今後、拠点間を結ぶ公共交通ネットワークの強化や歩行者や自転車利用等を

優先する施策による回遊性の向上等に取り組みます。 

１１０～１１１ページ 

４．誘導施設の立地を誘導するために講ずべき施策に関する事項 

4-4 本市が独自に講じる施策 

立地適正化計画を市が進めるさまざまな分野の政策の推進基盤として、関連

する計画や医療・福祉・公共交通・住宅・健康などの政策分野との連携を強化

し、都市機能の誘導を図ります。 

（１）都市計画制度の運用 

①立地適正化計画に即した都市計画の見直し 

本計画に即して都市計画の見直しを検討します。 

・用途地域等の地域地区の変更 

・都市施設（道路や駐車場等）の変更  

・その他、必要に応じた都市計画の見直し 

②都市計画による誘導支援等 

・特定用途制限地域の設定による誘導区域外の都市機能立地の抑制 

（２）既存施策等の活用 

現在進めている施策や、今後新たに取り組む施策については、その制度や要

綱の活用・見直しを検討するなどして、誘導施設の誘導に資する支援策を段階

的に充実させます。 

①誘導施設の整備 

都市再構築戦略事業等の活用により、本計画に位置づけた誘導施設を都市機

能誘導区域内へ維持・誘導し、充実を図ります。 

具体的な事業としては、商店街等活性化促進事業等があり、都市機能誘導区

域内の商店街の振興を通じて、誘導施設の立地を促進します。 

②交通政策の見直し 

今後、拠点間を結ぶ公共交通ネットワークの強化や歩行者や自転車利用等を

優先する施策による回遊性の向上等に取り組みます。 
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③公有地や公共施設の活用検討 

観音寺競輪場跡地など都市機能誘導区域内にある公有地については、その土

地を活用した誘導施設等の誘導について検討します。  

また、観音寺市公共施設等総合管理計画に基づく公共施設の再編等にあたっ

ては、施設の用途に応じて誘導区域内への立地を検討するとともに、再編等に

よって生み出された空き地や空き施設の有効活用を検討します。 

④空き地や空き家などの低・未利用地の活用検討 

空家等対策施策等と連携して、空き地や空き家などの低・未利用地を活用し

た誘導施設の立地や、空家等＊の利用促進を検討します。 

具体的な事業としては、空き店舗等活用事業や空き家活用促進事業があり、

都市機能誘導区域内の空き店舗等や空き家バンク制度を活用し、誘導施設の立

地を促進します。 

⑤既存制度等の見直し検討 

本市においては、商業支援や施設整備等に関わるさまざまな補助制度や支援

策があります。これら既存制度等について、本計画に配慮した採択要件や評価

基準等を検討し、関係部局が連携して都市機能誘導区域内への誘導に取り組み

ます。 

具体的な事業としては、企業誘致推進事業、中小企業振興事業があり、都市

機能誘導区域内に誘導施設を整備する事業者等を支援することで都市機能の誘

導を促進します。 

 

 

 

 

 

 

③公有地や公共施設の活用検討 

観音寺競輪場跡地など都市機能誘導区域内にある公有地については、その土

地を活用した誘導施設等の誘導について検討します。 

また、観音寺市公共施設等総合管理計画に基づく公共施設の再編等にあたっ

ては、施設の用途に応じて誘導区域内への立地を検討するとともに、再編等に

よって生み出された空き地や空き施設の有効活用を検討します。 

④空き地や空き家などの低・未利用地の活用検討 

空家等対策施策等と連携して、空き地や空き家などの低・未利用地を活用し

た誘導施設の立地や、空家等＊の利用促進を検討します。 

具体的な事業としては、空き店舗等活用事業や空き家活用促進事業があり、

都市機能誘導区域内の空き店舗等や空き家バンク制度を活用し、誘導施設の立

地を促進します。 

⑤既存制度等の見直し検討 

本市においては、商業支援や施設整備等に関わるさまざまな補助制度や支援

策があります。これら既存制度等について、本計画に配慮した採択要件や評価

基準等を検討し、関係部局が連携して都市機能誘導区域内への誘導に取り組み

ます。 

具体的な事業としては、企業誘致推進事業、中小企業振興事業があり、都市

機能誘導区域内に誘導施設を整備する事業者等を支援することで都市機能の誘

導を促進します。 

（３）駅及び周辺地域の整備 

①観音寺駅及び周辺地域 

観音寺駅が「中心拠点にふさわしい玄関口」となり、「まちの再発展の起

点」になることを目指します。 

具体的な事業としては、「観音寺駅を中心としたまちづくりプロジェクト」

等があり、駅舎の改築や駅前利便性向上再整備等を実施しながら、駅北側及び



102/164 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

１１５ページ 

第５章 居住誘導区域について 

１．居住誘導区域の基本的な考え方 

1-1 居住誘導区域とは 

居住誘導区域に含まないとされている区域等 

適当ではない

と判断される

場合は、原則と

して、居住誘導

区域に含まな

いこととすべ

き区域 

◇土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律第６条第 1 項に規定する土砂災害警戒区域 

◇津波防災地域づくりに関する法律第 53 条第 1 項に規定する津波

災害警戒区域 

◇水防法第 14 条第 1 項に規定する浸水想定区域＊ 

◇特定都市河川浸水被害対策法第 32 条第 1 項に規定する都市洪水

想定区域及び同条第２項に規定する都市浸水想定区域 

◇土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律第 4 条第 1 項に規定する基礎調査、津波防災地域づくりに

関する法律第 8 条第 1 項に規定する津波浸水想定における浸水

の区域及びその他の調査結果等により判明した災害の発生のお

それのある区域 

出典：都市計画運用指針 

 

 

 

 

 

南側も含めた「まちの活性化」施策を並行して行い、市全体の活性化を図りま

す。 

②豊浜駅及び周辺地域 

のりあいバス等の交通ネットワークの再編成や他の交通手段との接続改善、

また、交通結節点である豊浜駅も含めた交通施設の充実を図ることで、地域交

通の利便性向上を目指します。 

 

１１３ページ 

第５章 居住誘導区域について 

１．居住誘導区域の基本的な考え方 

1-1 居住誘導区域とは 

居住誘導区域に含まないとされている区域等 

適当ではない

と判断される

場合は、原則と

して、居住誘導

区域に含まな

いこととすべ

き区域 

◇土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律第６条第 1 項に規定する土砂災害警戒区域 

◇津波防災地域づくりに関する法律第 53 条第 1 項に規定する津波

災害警戒区域 

◇水防法第 14 条第 1 項に規定する浸水想定区域＊ 

◇特定都市河川浸水被害対策法第 32 条第 1 項に規定する都市洪水

想定区域及び同条第２項に規定する都市浸水想定区域 

◇土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律第 4 条第 1 項に規定する基礎調査、津波防災地域づくりに

関する法律第 8 条第 1 項に規定する津波浸水想定における浸水

の区域及びその他の調査結果等により判明した災害の発生のお

それのある区域 

※浸水想定区域については、浸水深が大きく浸水継続時間が長期に

及ぶ地区、氾濫により家屋倒壊等のおそれがある地区、居室の浸

水被害が高頻度で発生し得る地区など特にリスクが大きな地区

が存在しうることに留意すべきである。 

出典：都市計画運用指針 
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改正前 改正後 

１１７ページ 

２．居住誘導区域の設定 

2-3 居住誘導区域 

（１）居住誘導区域の具体的な設定方法 

①手順 

(ｱ)区域設定の検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１５ページ 

２．居住誘導区域の設定 

2-3 居住誘導区域 

（１）居住誘導区域の具体的な設定方法 

①手順 

(ｱ)区域設定の検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．拠点の設定

●観音寺中心拠点 ●豊浜地域拠点

　観音寺駅を中心とする一定の区域 　豊浜駅を中心とする一定の区域

２．基本とする対象区域

●用途地域

　‐豊浜地域拠点は、用途地域未設定のため市街地連担区域を対象とする。

●公共交通利用圏

　‐鉄道駅の半径800ｍ圏

　‐バス停留所の半径300ｍ圏

●都市機能の利用圏として一体的な区域

３．居住誘導区域に含まないこととする区域

●災害リスクの高い区域

　‐土砂災害特別警戒区域、　土砂災害警戒区域

　‐地すべり防止区域、　急傾斜地崩壊危険区域

　‐家屋倒壊等氾濫想定区域

●保全すべき土地の区域

　‐自然公園の特別地域や保安林、　農振農用地区域

●用途地域のうち、工業系用途地域

　‐工業地域、　準工業地域のうち工業系の土地利用区域

●臨港地区

●現時点で人口密度が低く、将来も集積が見込めない地域

４．一定の人口密度を有する区域

●現況の用途地域内の人口密度等を参考に、目標とする将来人口密度を定め、

　適切な区域を検討する。

居住誘導区域の決定
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改正前 改正後 

１１８ページ 

(ｳ)災害リスクの高い区域 

本市における「災害リスクの高い区域」とは、都市計画運用指針及び本市の

地域特性や防災の状況を踏まえ、下記に該当する区域とします。 

◇土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規

定する土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域 

◇地すべり等防止法に規定する地すべり防止区域 

◇急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊

危険区域 

 

■水災害に対する考え方 

本計画における水災害リスクのある区域の取り扱いについては、令和３

（2021）年３月に「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会が「水災

害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン（案）」を提言し、水災害

リスク評価に基づく防災指針の検討など、防災にも配慮したまちづくりの方向

性が示されました。 

香川県においても、令和元（2019）年12月に「財田川水系財田川 洪水浸水

想定区域図」が公表され、今後、柞田川浸水想定区域図や高潮浸水想定区域図

など新たなハザード情報の公表が予定されています。 

本計画における居住誘導区域及び都市機能誘導区域への反映手法について

は、防災指針を作成し、地域の安全確保を図る防災・減災対策と連動したリス

クの低減・回避に取り組むとともに、区域設定に大きな変更がある場合は、必

要に応じて、区域の見直しを行います。 

 

 

 

 

１１６ページ 

(ｳ)災害リスクの高い区域 

本市における「災害リスクの高い区域」とは、都市計画運用指針及び本市の

地域特性や防災の状況を踏まえ、下記に該当する区域とします。 

◇土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規

定する土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域 

◇地すべり等防止法に規定する地すべり防止区域 

◇急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊

危険区域 

◇家屋倒壊等氾濫想定区域 

■水災害に対する考え方 

本計画における水災害リスクのある区域の取り扱いについては、令和３

（2021）年３月に「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会が「水災

害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン（案）」を提言し、水災害

リスク評価に基づく防災指針の検討など、防災にも配慮したまちづくりの方向

性が示されました。 

香川県においても、令和元（2019）年12月に「財田川水系財田川 洪水浸水

想定区域図」が公表され、今後、柞田川浸水想定区域図や高潮浸水想定区域図

など新たなハザード情報の公表が予定されています。 

本計画における居住誘導区域及び都市機能誘導区域への反映手法について

は、防災指針を作成し、地域の安全確保を図る防災・減災対策と連動したリス

クの低減・回避に取り組むとともに、区域設定に大きな変更がある場合は、必

要に応じて、区域の見直しを行います。 
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１１９ページ 

（２）居住誘導区域の設定 

①観音寺居住誘導区域 

観音寺居住誘導区域は、中心市街地活性化基本計画における中心市街地区域

を基に、ＪＲ観音寺駅を中心に半径800m程度、のりあいバスが１日15便以上停

車するバス停留所から半径300m程度の範囲で設定する、面積にして349haの区域

です。 

当該区域は、市内中心部に位置し、さまざまな都市機能が集約する都市機能

誘導区域周辺のメリットを活かして、子育てや就業の問題を解消でき、車に頼

らなくても安全・安心で豊かに暮らせるエリアの形成を目指します。 

■観音寺居住誘導区域図 
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（２）居住誘導区域の設定 

①観音寺居住誘導区域 

観音寺居住誘導区域は、中心市街地活性化基本計画における中心市街地区域

を基に、ＪＲ観音寺駅を中心に半径800m程度、のりあいバスが１日15便以上停

車するバス停留所から半径300m程度の範囲で設定する、面積にして322haの区域

です。 

当該区域は、市内中心部に位置し、さまざまな都市機能が集約する都市機能

誘導区域周辺のメリットを活かして、子育てや就業の問題を解消でき、車に頼

らなくても安全・安心で豊かに暮らせるエリアの形成を目指します。 

■観音寺居住誘導区域図 
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１２０ページ 

■観音寺居住誘導区域の町別一覧 

◇町全体が誘導区域に含まれる 

観音寺町 三本松町一丁目 三本松町二丁目 琴浪町一丁目 

琴浪町二丁目 瀬戸町一丁目 昭和町一丁目 昭和町二丁目 

昭和町三丁目 坂本町一丁目 坂本町六丁目 坂本町七丁目 

天神町一丁目 天神町二丁目 天神町三丁目 茂木町二丁目 

茂木町三丁目 茂木町四丁目 茂木町五丁目 南町一丁目 

南町二丁目 南町五丁目 栄町一丁目 栄町二丁目 

栄町三丁目 茂西町一丁目 茂西町二丁目 幸町 

西本町一丁目 西本町二丁目 港町一丁目  

◇町域の一部が誘導区域に含まれる 

三本松町四丁目 瀬戸町三丁目 瀬戸町四丁目 坂本町二丁目 

坂本町五丁目 南町三丁目 南町四丁目 港町二丁目 

流岡町 村黒町 出作町 柞田町 
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■観音寺居住誘導区域の町別一覧 

◇町全体が誘導区域に含まれる 

三本松町一丁目 三本松町二丁目 琴浪町一丁目 琴浪町二丁目 

瀬戸町一丁目 昭和町一丁目 昭和町二丁目 昭和町三丁目 

坂本町一丁目 坂本町六丁目 坂本町七丁目 天神町一丁目 

天神町二丁目 天神町三丁目 茂木町二丁目 南町一丁目 

南町二丁目 南町五丁目 栄町一丁目 栄町二丁目 

栄町三丁目 幸町 西本町二丁目  

◇町域の一部が誘導区域に含まれる 

観音寺町 三本松町四丁目 瀬戸町三丁目 瀬戸町四丁目 

坂本町二丁目 坂本町五丁目 茂木町三丁目 茂木町四丁目 

茂木町五丁目 南町三丁目 南町四丁目 茂西町一丁目 

茂西町二丁目 西本町一丁目 港町一丁目 港町二丁目 

流岡町 村黒町 出作町 柞田町 
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改正前 改正後 

１２１ページ 

②豊浜居住誘導区域 

豊浜居住誘導区域は、ＪＲ豊浜駅を中心に半径800m程度、ＪＲ予讃線と国道

１１号に囲まれた連担区域、のりあいバスが１日15便以上停車するバス停留所

から半径300m程度の範囲で設定する、面積にして101haの区域です。 

当該区域は、都市機能が集約する都市機能誘導区域周辺のメリットを活かし

て、車に頼らなくても安全・安心で豊かに暮らせるエリアの形成を目指しま

す。 

■豊浜居住誘導区域図 
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②豊浜居住誘導区域 

豊浜居住誘導区域は、ＪＲ豊浜駅を中心に半径800m程度、ＪＲ予讃線と国道

１１号に囲まれた連担区域、のりあいバスが１日15便以上停車するバス停留所

から半径300m程度の範囲で設定する、面積にして101haの区域です。 

当該区域は、都市機能が集約する都市機能誘導区域周辺のメリットを活かし

て、車に頼らなくても安全・安心で豊かに暮らせるエリアの形成を目指しま

す。 

■豊浜居住誘導区域図 
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１２２ページ 

③居住誘導区域全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２０ページ 

③居住誘導区域全体図 
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１２３ページ 

④誘導区域全体図（都市機能誘導区域・居住誘導区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２１ページ 

④誘導区域全体図（都市機能誘導区域・居住誘導区域） 
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１２６～１２７ページ 

３．居住を誘導するために講ずべき施策に関する事項 

3-2 本市が独自に講じる施策 

関連する事業等の整合を図りながら、居住の誘導に向けた支援策を検討しま

す。 

（１）第２期観音寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略との連携 

第２期観音寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和２年３月）の推進に

あたっては、居住や都市機能を誘導する区域に新しい人の流れを作り、雇用の

場（都市施設）を集積させることで、安心で快適な生活環境を実現し、経済活

動の効率化との相乗効果により居住誘導を促進します。 

具体的な事業としては、移住定住促進事業や東京圏ＵＪＩターン移住支援事

業等があり、居住誘導区域内における支援の強化を検討することで、居住誘導

を促進します。 

（２）空き地・空家等対策 

空家等対策施策と連携し、空き地や空き家などの低・未利用地を活用した居

住の誘導、空家等の利用促進を検討します。 

具体的な事業としては、空家等対策事業や空き家活用促進事業などがあり、

居住誘導区域内における良好な居住環境の保全や、空き家バンクの充実と活用

促進によって、居住誘導を促進します。 

（３）都市施設の整備 

中央児童公園など、都市公園については、居住誘導区域内において公園施設

等の機能の維持向上を図るとともに、身近なポケットパークの整備などによ

り、区域の優位性を高めます。 

中央七間橋線など、都市計画道路をはじめとする道路整備については、居住

誘導区域内の歩行空間の整備や狭あい部の解消、道路の美装化等を重点化し、

快適性の向上や利便性・安全性の確保により、区域の優位性を高めます。 

１２４～１２５ページ 

３．居住を誘導するために講ずべき施策に関する事項 

3-2 本市が独自に講じる施策 

関連する事業等の整合を図りながら、居住の誘導に向けた支援策を検討しま

す。 

（１）観音寺市地方創生総合戦略との連携 

観音寺市地方創生総合戦略（令和7（2025）年改訂）の推進にあたっては、居

住や都市機能を誘導する区域に新しい人の流れを作り、雇用の場（都市施設）

を集積させることで、安心で快適な生活環境を実現し、経済活動の効率化との

相乗効果により居住誘導を促進します。 

具体的な事業としては、移住定住促進事業や東京圏ＵＪＩターン移住支援事

業等があり、居住誘導区域内における支援の強化を検討することで、居住誘導

を促進します。 

（２）空き地・空家等対策 

空家等対策施策と連携し、空き地や空き家などの低・未利用地を活用した居

住の誘導、空家等の利用促進を検討します。 

具体的な事業としては、空家等対策事業や空き家活用促進事業などがあり、

居住誘導区域内における良好な居住環境の保全や、空き家バンク制度の充実と

活用促進によって、居住誘導を促進します。 

（３）都市施設の整備 

中央児童公園など、都市公園については、居住誘導区域内において公園施設

等の機能の維持向上を図るとともに、身近なポケットパークの整備などによ

り、区域の優位性を高めます。 

中央七間橋線など、都市計画道路をはじめとする道路整備については、居住

誘導区域内の歩行空間の整備や狭あい部の解消、道路の美装化等を重点化し、

快適性の向上や利便性・安全性の確保により、区域の優位性を高めます。 
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具体的な事業としては、中央七間橋線改築事業、県営公共事業（街路）、地

方創生道整備推進交付金事業、道路改築事業（社会資本）、交通安全施設整備

事業等があり、居住誘導区域内における幹線道路等の重点的な整備により、円

滑な交通と良好な都市空間を確保するとともに、交通安全施設の重点的な整備

により、安全な生活環境を形成し、居住誘導を促進します。 

公共下水道については、現在の公共下水道整備区域の誘導区域において計画

的な整備を推進します。 

具体的な事業としては、公共下水道事業（補助）があり、居住誘導区域内に

おける公共下水道事業や排水処理施設の重点的な整備により、快適で安全な生

活環境を形成し、居住誘導を促進します。 

（４）災害に対する安全性の確保 

各種ハザードマップの更新を行うとともに、避難場所や避難経路の確保に努

めます。 

具体的な事業としては、総合防災マップ作成事業があり、災害に強いまちづ

くりを行うことで、居住誘導を促進します。 

（５）公共交通の充実 

鉄道やのりあいバスなど公共交通の利便性の向上、交通結節点や拠点間での

交通アクセス性の強化を図り、公共交通の利用を促進することで居住誘導を促

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な事業としては、中央七間橋線改築事業、県営公共事業（街路）、地

方創生道整備推進交付金事業、道路改築事業（社会資本）、交通安全施設整備

事業等があり、居住誘導区域内における幹線道路等の重点的な整備により、円

滑な交通と良好な都市空間を確保するとともに、交通安全施設の重点的な整備

により、安全な生活環境を形成し、居住誘導を促進します。 

公共下水道については、現在の公共下水道整備区域の誘導区域において計画

的な整備を推進します。 

具体的な事業としては、公共下水道事業（補助）があり、居住誘導区域内に

おける公共下水道事業や排水処理施設の重点的な整備により、快適で安全な生

活環境を形成し、居住誘導を促進します。 

（４）災害に対する安全性の確保 

各種ハザードマップの更新を行うとともに、避難場所や避難経路の確保に努

めます。 

具体的な事業としては、各種ハザードマップを整理した総合防災マップ作成

事業や観音寺市感震ブレーカー設置促進事業があり、災害に強いまちづくりを

行うことで、居住誘導を促進します。 

（５）公共交通の充実 

鉄道やのりあいバスなど公共交通の利便性の向上、交通結節点や拠点間での

交通アクセス性の強化を図り、公共交通の利用を促進することで居住誘導を促

進します。また、地域公共交通利便増進実施計画の策定による路線網の見直

し、新たな移動手段の導入の検討を行います。 
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改正前 改正後 

１２９ページ 

第６章 交通ネットワークの強化 

交通ネットワーク図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２７ページ 

第６章 交通ネットワークの強化 

交通ネットワーク図 
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改正前 改正後 

１３０ページ 

のりあいバス路線とネットワークイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２８ページ 

のりあいバス路線とネットワークイメージ図 
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改正前 改正後 

１３１ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２９ページ 
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１３０ページ 

第７章 防災指針 

１．防災指針の目的等 

1-1 防災指針の目的 

気候変動の影響により頻発・激甚化する自然災害に対応するため、都市再生

特別措置法の一部を改正する法律（令和2年6月10日法律第43号）が施行され、

立地適正化計画の居住誘導区域内で行う防災対策・安全確保策などを定める

「防災指針」の作成が新たに追加されました。 

このことを受け、災害リスクの分析と防災まちづくりに向けた課題の抽出を

行い、防災対策の取組方針及び具体的な対策を検討し、誘導区域等における都

市の防災に関する機能の確保により、居住や都市機能の誘導を促進し、災害に

強く、安全で持続可能なコンパクトシティの形成をより一層推進するための指

針として「防災指針」を作成するものです。 

なお、改正された都市再生特別措置法では、防災まちづくりの推進ととも

に、コンパクトで魅力的なまちづくりも併せて進めることとしています。 

1-2 防災指針の位置づけ 

都市再生特別措置法に基づく、立地適正化計画における居住や都市機能の誘

導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針です。 

また、防災指針は、「第２次観音寺市総合振興計画」の「基本目標2安全・安

心で快適に暮らせるまち」を実現するための「基本施策2-6 防災・減災対策の

充実」に即した指針として、基本目標の実現に貢献するものです。 

都市計画分野の「観音寺市立地適正化計画」における防災指針は、防災分野

の「観音寺市地域防災計画」、「観音寺市国土強靭化地域計画」との連携を図

ります。 
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防災指針の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３１ページ 

1-3 防災指針の考え方 

観音寺市においては、ハザードマップに示されている通り、様々な災害のう

ち、洪水、高潮、津波等による浸水エリアは広範囲に及び、ハザードエリア内

に、既に人口や都市機能が集積した市街地が形成されています。従いまして、

この範囲を居住誘導区域から全て除くことは現実的に困難な状況です。 

また、地震については、影響の範囲や程度を測地的に定め、居住誘導区域か

ら除外することにも限界があります。 

このため、居住誘導区域における災害リスクをできる限り回避、あるいは低

減させるため、必要な防災・減災対策を計画的に実施していくことが求められ

ます。こうした背景から、立地適正化計画では、災害リスクを踏まえた課題を

抽出し、都市の防災に関する機能の確保のため、「防災指針」を定めるととも

に、この方針に基づく具体的な取組を位置づけることとしています。 

 

第２次観音寺市総合振興計画

観音寺市立地適正化計画

防災指針

防災分野

連携

ハザードマップ など

観音寺市地域防災計画

観音寺市国土強靭化地域計画
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１３２ページ 

1-4 防災指針の検討フロー 

災害に強いまちづくりとコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを

併せて推進するため、災害リスクの高い地域を居住誘導区域に含めることにつ

いては、慎重に判断して新たな立地抑制を図るとともに、居住誘導区域に残存

する災害リスクに対しては、立地適正化計画に防災指針を定め、計画的かつ着

実に必要な防災・減災対策に取り組むことが必要です。 

このため、防災指針の検討にあたっては、以下について検討する必要があり

ます。 

・立地適正化計画の対象とする地域の災害リスクの分析、災害リスクの高

い地域の抽出 

・大規模災害の発生を想定し、復興まちづくりの目標や実施方針の事前検

討 

・リスク分析を踏まえた居住誘導区域等の精査、既に設定している居住誘

導区域等の変更 

・居住誘導区域等における防災・減災対策の取組方針及び地区ごとの課題

に対応した対策 
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１３３ページ 

２．災害リスク分析と防災まちづくりに向けた課題の抽出 

各種ハザード情報（洪水、高潮、津波等）と都市の情報（避難所、医療機

関、アンダーパス等）を重ね合わせ、市全域における災害リスクを把握すると

ともに、観音寺居住誘導区域及び豊浜居住誘導区域については、家屋の情報を

加えて、ミクロ分析により課題を抽出します。 
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１３４ページ 

2-1 洪水のリスク分析 

（１）洪水浸水想定区域（浸水深）✚誘導区域等【市全域】 
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１３５ページ 

（２）洪水浸水想定区域（浸水深）✚誘導区域✚建物✚避難所✚輸送確保路線 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３６ページ 

（３）洪水浸水継続時間＊✚誘導区域等【市全域】 
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１３７ページ 

（４）洪水浸水継続時間✚誘導区域✚建物✚避難所✚輸送確保路線 
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１３８ページ 

（５）家屋倒壊等氾濫想定区域✚誘導区域等【市全域】 
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１３９ページ 

（６）家屋倒壊等氾濫想定区域✚誘導区域✚建物✚避難所✚輸送確保路線 
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１４０ページ 

2-2 雨水出水(内水)のリスク分析 

（１）内水浸水個所✚誘導区域等【市全域】 
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１４１ページ 

（２）内水浸水個所✚誘導区域✚建物✚避難所✚輸送確保路線 
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１４２ページ 

2-3 高潮のリスク分析 

（１）高潮浸水想定区域✚誘導区域等【市全域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128/164 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４３ページ 

（２）高潮浸水想定区域（浸水深）✚誘導区域✚建物✚避難所✚輸送確保路線 
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１４４ページ 

（３）高潮浸水継続時間✚誘導区域等【市全域】 
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１４５ページ 

（４）高潮浸水継続時間✚誘導区域✚建物✚避難所✚輸送確保路線 
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１４６ページ 

2-4 ため池のリスク分析 

（１）ため池浸水想定区域✚誘導区域等【市全域】 
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１４７ページ 

（２）ため池浸水想定区域✚誘導区域✚建物✚避難所✚輸送確保路線 
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１４８ページ 

2-5 津波のリスク分析 

（１）津波浸水想定区域（浸水深）✚誘導区域等【市全域】 
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１４９ページ 

（２）津波浸水想定区域（浸水深）✚誘導区域等✚建物✚避難所✚輸送確保路線 
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１５０ページ 

（３）地震・津波に伴う浸水到達時間✚誘導区域等【市全域】 
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１５１ページ 

（４）地震・津波に伴う浸水到達時間✚誘導区域✚建物✚避難所✚輸送確保路線 
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１５２ページ 

2-6 土砂災害のリスク分析 

（１）土砂災害✚誘導区域等【市全域】 
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１５３ページ 

2-7 地震のリスク分析 

（１）地震（震度）✚誘導区域等【市全域】 
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１５４ページ 

（２）地震（震度）✚誘導区域✚建物✚避難所✚輸送確保路線 
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１５５ページ 

（３）地震（液状化危険度＊）✚誘導区域等【市全域】 
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１５６ページ 

（４）地震（液状化危険度）✚誘導区域✚建物✚避難所✚輸送確保路線 
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１５７ページ 

３．防災まちづくりの将来像、取組方針の検討 

3-1 対象とする災害等 

防災指針で対象とする災害は、洪水（外水氾濫）、雨水出水（内水）、津

波、高潮、土砂災害、ため池、地震とします。 

3-2 誘導区域等における災害ハザードエリアの取扱いの考え方 

下表に示す「自然災害に対するリスクマネジメントの基準」を基に、居住誘

導区域における災害リスクをできる限り回避、あるいは低減させるため、 

・「災害ハザードエリアにおける立地規制、建築規制(災害リスク回避)」 

・「災害ハザードエリアからの移転促進、災害ハザードエリアを居住誘導区

域から除外(災害リスク回避)」 

・「ハード・ソフトの防災・減災対策(災害リスク低減)」 

等について検討します。 

自然災害に対するリスクマネジメントの基準 
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(L2)

洪水 L2

内水 実績

高潮 L2

ため池 L2

津波 L2

イエローゾーン(L1)

レッドゾーン(L1)

震度(L2)

液状化(L2)

土砂災害 地震

リスク容認

災害種別

規模など

L1:計画規模（ハード対策）

L2:想定最大規模（ソフト対策）

浸水想定深

家屋倒

壊等氾

濫想定

区域

浸水継続時間

リ

ス

ク

容

認

リ

ス

ク

回

避

リ

ス

ク

低

減

アンダー

パスによ

る道路冠

水

災害リスクの回避： ①災害ハザードエリアにおける立地規制、建築規制、

②災害ハザードエリアからの移転促進、災害ハザードエリアを居住誘導区域から除外することによる立地誘導

災害リスクの低減： ③ハード、ソフトの防災・減災対策

リスク容認

土砂災害

地震

リ

ス

ク

低

減
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１５８ページ 

3-3 防災まちづくりの将来像 

災害による被害を回避・低減するためには、災害ハザードエリアからの移転

促進や被害を低減させるための施設整備などのハード面のほか、避難の呼びか

けや防災組織などのソフト面における施策を進めていく必要があります。 

本計画においては、これらの施策を推進し、災害面での安全性をふまえ、人

口減少下においても便利で安心して住み続けられるまちづくりを目指します。 

本計画における防災まちづくりの将来像は、総合振興計画や国土強靭化地域

計画での位置づけ、本計画におけるまちづくりの基本目標をふまえ、以下のと

おり設定します。 
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１５９ページ 

3-4 取組方針の検討 

居住誘導区域において、災害リスクの低減に必要な基本的な取組例は、以下

のように考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：立地適正化計画の手引き[基本編]、国土交通省、令和7年4月改訂 

 

 

 

 

 

 

 



145/164 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６０ページ 

４．居住誘導区域の精査・変更 

4-1 災害リスクの分析と居住誘導区域 

評価すべき災害リスクを対象に、下表のように誘導区域の変更を検討しま

す。 

対象災害ハザードと誘導区域に対する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2 居住誘導区域の変更の考え方 

上記の災害ハザードのうち、居住誘導区域内に含まれるハザードは、「洪水

浸水想定区域」、「家屋倒壊等氾濫想定区域」、「高潮浸水想定区域」、「津

波浸水想定区域」及び「ため池浸水想定区域」が該当します。 

（１）「洪水浸水想定区域」、「高潮浸水想定区域」及び「ため池浸水想定

区域」 

「洪水浸水想定区域」、「高潮浸水想定区域」及び「ため池浸水想定区域」

において、浸水深が3.0m以上となると、一般的な木造家屋がほとんど倒壊する

ものと推算されています。また、「津波浸水想定区域」において、東日本大震
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災による被災現況調査結果から、浸水深が2.0m以上となると、建物が全壊とな

る割合が大幅に増加しています。 

浸水深が3.0m以上となる洪水・高潮・ため池浸水想定区域及び浸水深が2.0m

以上となる津波浸水想定区域は、居住誘導区域内の中心市街地に広く拡がって

いるため、これらのエリアを居住誘導区域から除外すると、市街地の拡散・空

洞化、延いては都市の衰退に繋がることから現実的ではありません。 

一方、洪水・高潮は気象情報から数日前より事前の避難準備が可能であり、

津波も浸水深30cm到達時間が非常に短いエリアを除き、津波の襲来時間が6時間

以上と避難時間に多少の猶予があるため、警戒避難体制等を強化することによ

り、生命を守ることが可能です。 

このように、住民の生命を守るための対策を強化し、万全を期すことを前提

に、浸水深が3.0m以上となる洪水・高潮・ため池浸水想定区域及び浸水深が

2.0m以上となる津波浸水想定区域は、居住誘導区域に含めることとします。 
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１６１ページ 

（２）「家屋倒壊等氾濫想定区域」 

「家屋倒壊等氾濫想定区域」は、河川の氾濫による水の流出（氾濫流）や河

岸が削られること（河岸浸食）によって建物が倒壊する恐れのある地域のこと

です。本市では、財田川及び柞田川の両岸近傍に設定されています。「家屋倒

壊等氾濫想定区域（氾濫流・河岸浸食）」においては、地盤流出の発生によ

り、家屋等への対策が不可能であるため、建物が流出、倒壊する恐れがあるこ

とから、「家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流・河岸浸食）」は、居住誘導区域

から除外（変更）するものとします。 

なお、居住誘導区域の変更は、地形・地物で区域の再設定を行います。 
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１６２ページ 

５．防災指針と具体的な取組、スケジュールの検討 

災害リスク分析及び住民アンケート等を踏まえ、居住誘導区域・都市機能誘

導区域で必要な防災対策・安全確保策の具体的な取組（ハード・ソフト対

策）、スケジュールは、以下の通りです。 

具体的な取組、スケジュール 
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１６３～１６４ページ 

６．防災指針まとめ 

6-1 対象とする災害規模 

防災指針で対象とする災害規模は、県が指定・公表しているハザードの最大

規模を対象としています。 

2011年に発生した東北地方太平洋沖地震を教訓として、災害対策は、それま

での計画規模(L1：数十年から百数十年に一回程度の頻度で発生する災害)だけ

でなく、想定される最大規模(L2：数百年から千年に一回程度の頻度で発生する

災害)を対象とするようになりました。 

6-2 災害リスクと課題、その対応(居住誘導区域内) 

主な災害リスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害 規模

洪水 L2

高潮 L2

ため池 L2

津波 L2

地震 L2

観音寺居住誘導区域 豊浜居住誘導区域

○浸水深3m以上のエリアが誘導区域の

　約1/2に拡がっています。

○財田川および柞田川に沿って、家屋

　倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食・氾濫流)

　が存在します。

○浸水深0.5～3mのエリアが誘導区域の

　約1/5に拡がっています。

○浸水深5m以上のエリアが誘導区域の

　南西部に拡がっています。

○浸水深3m以上のエリアが誘導区域の

　約2/3に拡がっています。

○浸水深3m以上のエリアが誘導区域の

　一部に拡がっています。

○浸水深3m以上のエリアが誘導区域の

　約1/4(南東部)に拡がっています。

○浸水深3m以上のエリアが誘導区域の

　一部に拡がっています。

○浸水深2m以上のエリアが誘導区域の

　約1/5にています。

○地震・津波に伴う浸水深30cm到達時間

　が30分以内のエリアが一部に拡がって

　います。

○浸水深0.3～1.0mのエリアが誘導区域

の

　一部に拡がっています。

○震度7が誘導区域の海側に拡がって

　います。

○液状化危険度A(かなり高い)のエリアが

　誘導区域のほぼ全域に拡がっています。

○震度7が誘導区域の約2/3に拡がって

　います。

○液状化危険度A(かなり高い)のエリアが

　誘導区域の一部(西側)に拡がって

　います。
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課題とその対応は、以下の通りです。 

・洪水、高潮、ため池の浸水深3m以上および津波浸水深2m以上のエリアは、

木造家屋倒壊の恐れがあること、2階建て住居は垂直避難が困難であること

から、早期避難が必要です。 

・このエリア内に、多数の避難所、医療機関、輸送確保路線が立地していま

す。また、避難所空白地も存在します。 

・浸水深0.5m以上のエリアにおいても、1階建て(平屋) 住居は垂直避難が困

難であることから、早期避難が必要です。 

・家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食・氾濫流)は、建物基礎が洗われるな

ど、避難が遅れた場合には非常に危険です。この区域は河川全川に亘るた

め、その対策は困難です。そのため、災害リスクを回避する必要がありま

す(居住誘導区域からの除外)。 

・地震・津波に伴う浸水深30cm到達時間が30分以内のエリアは、早期避難が

困難(地震が発生した後では避難が間に合わない恐れがあります)ですの

で、「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合には、事前避難が必要

です。 

・南海トラフ地震による震度7およびそれ以下のエリアは、家屋の耐震診断・

補強および公共施設の耐震対策が必要です。 

・液状化危険度がA(かなり高い)のエリアにおいて、行政機関、病院等は液状

化対策が必要です。 

6-3 具体的な取組 

居住誘導区域における防災・減災対策は、対策費用などの面から、ハード対

策は主に計画規模(L1)までを、ソフト対策は計画規模(L1)および想定最大規模

(L2)を対象としています。 

つまり、計画規模(L1)を超える災害リスクは、住民等の生命を守ることを最

優先として、住民等の避難を軸に、ソフト対策により対応する必要がありま

す。特に、自らの命は自らが守る姿勢(意識)が重要となっており、想定最大規

模(L2)の災害リスクに対しても自らの命を子孫に繋げるべく、適切な避難行動

が取れるよう、住民一人一人の防災意識の向上を図るソフト対策に取り組むこ

とが重要です。 
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具体的な取組として、例えば家屋耐震診断・補強や公共施設の耐震対策など

ハード対策9施策、事前避難対象地域への避難行動の周知・啓発、防災訓練の振

興や自主防災組織の活性化などソフト対策10施策について、財政状況も考慮し

ながら10～20年の中長期または継続実施する予定です。 
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１６５～１６６ページ 

７．立地適正化計画によるまちづくりと防災指針について 

■将来のまちづくり 

人口減少・少子高齢化が進行する現在の状況下においては、これまでに整備

された都市基盤を維持・活用し、人口や都市施設が集積した既存の中心市街地

を中心に居住誘導区域や都市機能誘導区域等を定め、居住や都市施設を誘導

し、区域内における一定規模の人口密度を維持するとともに、都市機能の集積

を図り、高齢者を含むすべての人が住みやすく、効率的な都市経営を可能とす

ることなどにより、持続可能なまちづくりを進めることが必要となります。 

■都市の中心市街地の現況 

観音寺市におけるまちの中心部は、災害リスクが想定される瀬戸内海に面

し、財田川の河口部に位置しているものの、観音寺駅や観音寺駅から放射線状

に配置された道路網、公共下水道などのインフラ施設が整備され、居住誘導区

域内の人口密度は27.3人/haと郊外部よりかなり高くなっています。 

また、市役所などの行政機能や幼稚園から高校までの教育機能等の公共施設

及び医療施設等の生活利便施設などが立地し、人口や都市機能が集積していま

す。 

さらに、区域内には、観音寺市の歴史や文化を物語る貴重な建築物や施設が

立地しています。 

■防災指針 

防災指針は、立地適正化計画で定めている人口密度が高く、利便性の高いエ

リアに都市機能や居住の誘導を図るにあたって、災害リスクに対しどのように

安全を確保するかを示す指針です。 

①中心市街地における主な災害リスクと防災上の課題 

・中心市街地の観音寺地区居住誘導区域においては、約1/2が浸水深3m以上の

洪水浸水想定区域（想定最大規模）となっており、また、浸水深が0.5m(避難が
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困難となり孤立する可能性のある水深)以上継続する洪水浸水継続時間について

も長い(12～24時間)エリアが存在し、一部では特に長い(48～72時間)エリアが

存在します。さらに、津波浸水想定区域は、浸水深2m以上のエリアが、居住誘

導区域内の約1/5に及んでいます。 

・エリア内には多数の避難所、医療機関、輸送確保路線が立地するとともに

垂直避難が困難な平屋住宅が数多く分布しています。一方で避難所空白地(避難

所から500m圏外)が一部の区域で存在しており、災害リスクへの対策が必要で

す。 

②自然災害に対するリスクマネジメントの方針 

・想定される防災上の課題に対し、大きく2つの方向性で取り組みます。 

方向性①リスクの回避：防災対策によって被害の軽減、抑制を図ることが困

難なためリスクを回避します。 

方向性②リスクの低減：被害を受け入れつつ、人命や物的被害を可能な限り

軽減・抑制するため、ハード・ソフト面からリスクの低減を図ります。 

③災害リスクに対する取組方針 

・災害に対する安全性確保に向けた取組を着実に進め、災害に強いまちづく

りを実現するため、防災まちづくりの取組方針に基づき、具体的な取組及び実

施時期の目標を位置づけ、ハード・ソフト両面から官民一体となって更なる災

害に強いまちづくりに取り組みます。 

■誘導区域における安全の確保 

防災指針の策定結果により、浸水深3m以上の洪水浸水想定区域が誘導区域の

約1/2を占めるなどの災害リスクはあるものの、誘導区域から原則除外すること

とされている災害レッドゾーン※は存在しないことから、観音寺市の都市の成

立ちや現況を踏まえ、既成市街地を中心とする現在の居住誘導区域を継続し、

(家屋倒壊等氾濫想定区域は除く)居住誘導区域への誘導を図ることとします。 
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誘導区域における安全の確保については、L1規模(比較的発生頻度の高い計画

規模)の災害を想定した海岸堤防等の施設整備によるハード対策等を促進しつ

つ、防災指針においては、災害の規模としてL2(想定最大規模)を対象としてい

ることから、まずは命を守ることを優先し、迅速な避難を行うことを前提とし

たソフト対策に取り組むなど、防災対策を進めます。 

※災害レッドゾーン・災害危険区域（崖崩れ、出水等）・土砂災害特別警戒

区域・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域等 
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１３２ページ 

第７章 計画の評価と進行管理 

1-1 都市機能誘導に関する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６７～１６８ページ 

第８章 計画の評価と進行管理 

1-1 都市機能誘導に関する評価 
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1-2 居住誘導に関する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 公共交通に関する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 居住誘導に関する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 公共交通に関する評価 
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１３６ページ 

第８章 立地適正化計画に関わる施策・事業 

１．本市の都市機能誘導に関わる施策・事業 

事業名 主管課 事業内容 備考 

 
 
 
 
 
 

   

企業誘致推進事
業 

商工観光課、
総務課 

県と企業情報を共有し
積極的な連携を行い、
市内への企業誘致を推
進することにより、雇
用拡大を図る。 

誘導区域内で誘導
対象となる都市機
能を整備する事業
者を含め、支援す
ることで立地を促
進する。 
 

放課後児童健全
育成事業 

子育て支援課 留守家庭の児童に対し
て、放課後に適切な遊
びや生活の場を提供
し、児童の健全育成を
図るため、放課後児童
クラブを開設する。 
 
 

都市機能誘導区域
内の誘導施設の立
地を促進する。 

商店街等活性化
促進事業 

商工観光課 にぎわいの創出や商店
街の活性化を促進する
ため、活性化事業を行
う商店街振興組合に対
して補助を行う。 

都市機能誘導区域
内の商店街の振興
を通じて、誘導施
設の立地を促進す
る。 
 
 

 

 

１７１～１７２ページ 

第９章 立地適正化計画に関わる施策・事業 

１．本市の都市機能誘導に関わる施策・事業 

事業名 主管課 事業内容 備考 

特定用途制限地
域の設定検討 
 
 
 
 

都市整備課 用途地域が定められて
いない都市計画区域に
おいて、特定の建築物
用途を制限する地域を
設定する。 

誘導区域外の都市
機能立地を抑制す
る。 

企業誘致推進事
業 

商工観光課 県と企業情報を共有し
積極的な連携を行い、
市内への企業誘致を推
進することにより、雇
用拡大を図る。 

誘導区域内で誘導
対象となる都市機
能を整備する事業
者を含め、支援す
ることで立地を促
進する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

商店街等活性化
促進事業 

商工観光課 にぎわいの創出や商店
街の活性化を促進する
ため、活性化事業を行
う商店街振興組合に対
して補助を行う。 
 
 

都市機能誘導区域
内の商店街の振興
を通じて、誘導施
設の立地を促進す
る。 
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改正前 改正後 

 

事業名 主管課 事業内容 備考 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

空き店舗等活用
事業 

商工観光課 中心市街地における空
き店舗等を改装し、店
舗や事務所として開設
する事業者に補助を実
施し、にぎわいの創出
を図る。 
 

都市機能誘導区域
内の空き店舗等を
活用し、誘導施設
の立地を促進す
る。 

中小企業振興事
業 

商工観光課 地域経済の活性化及び
持続的発展並びに市民
生活の向上に寄与する
ことを目的として、中
小企業の振興に関する
施策を総合的に推進す
る。具体的には、雇用
対策や企業支援を推進
するために地元企業と
就労希望者を結びつけ
るための説明会を開催
する。 
 

中小企業振興の対
象として、誘導区
域内で誘導対象と
なる都市機能を整
備する事業者を含
め、支援すること
で立地を促進す
る。 

 

 

 

 

 

事業名 主管課 事業内容 備考 

観音寺市公共施
設等総合管理計
画 

総務課 公共施設の再編等にあ
たっては、施設の用途
に応じて誘導区域内へ
の立地を検討し、再編
等によって生み出され
た空き地や空き施設の
有効活用を検討する。 
 

施設の用途に応じ
て誘導区域内への
立地を検討する。 

空き店舗等活用
事業 

商工観光課 中心市街地における空
き店舗等を改装し、店
舗や事務所として開設
する事業者に補助を実
施し、にぎわいの創出
を図る。 
 

都市機能誘導区域
内の空き店舗等を
活用し、誘導施設
の立地を促進す
る。 

中小企業振興事
業 

商工観光課 地域経済の活性化及び
持続的発展並びに市民
生活の向上に寄与する
ことを目的として、中
小企業の振興に関する
施策を総合的に推進す
る。具体的には、雇用
対策や企業支援を推進
するために地元企業と
就労希望者を結びつけ
るための説明会を開催
する。 
 

中小企業振興の対
象として、誘導区
域内で誘導対象と
なる都市機能を整
備する事業者を含
め、支援すること
で立地を促進す
る。 
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事業名 主管課 事業内容 備考 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

空き家活用促進
事業 

ふるさと活力
創生課 

空き家バンク制度によ
り賃貸や売買の希望者
をマッチングすること
で空き家の活用を図る
とともに、移住定住を
促進する。また、空き家
バンクの利用促進を後
押しするために、空き
家リフォームの補助を
実施する。 

空き家バンク制度
の活用により、誘
導施設の立地を促
進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 主管課 事業内容 備考 

観音寺駅を中心
としたまちづく
りプロジェクト 

プロジェクト
推進課 

観音寺駅が市の中心拠
点としてふさわしい玄
関口となり、まちの再
発展の起点になること
をめざすため、駅舎や
駅北側及び南側を含め
たまちの活性化施策を
行う。 

駅周辺のまちづく
り施策を推進し、
誘導施設の立地を
促進する。 

観音寺駅コワー
キングスペース
（ＣＯＣＯ-ＢＥ
Ｎ／観音寺） 

都市整備課 観音寺駅舎内に自習室
やコワーキングスペー
スとして利用できるＷ
ｉ－Ｆｉ環境を備えた
多目的室を整備し、利
用を促進する。 

観音寺駅の利便性
を向上させ、誘導
施設の立地を促進
する。 
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改正前 改正後 

１３７～１３８ページ 

２．本市の居住誘導に関わる施策・事業 

事業名 主管課 事業内容 備考 

移住定住促進
事業 

ふるさと活
力創生課 

人口減少に歯止めをかける
ため、市内への移住定住を
促進する取組（移住フェア
への出展、家賃補助等）を
行う。 

誘導区域内にお
ける支援の強化
を検討すること
で、居住誘導を
促進する。 

東京圏ＵＪＩ
ターン移住支
援事業 

ふるさと活
力創生課 

東京圏から東京圏以外への
地域への UJI ターンを支援
することにより、東京一極
集中を是正し、地域の起
業・就業の促進及び中小企
業等の人材の確保を図る。 
 

空家等対策事
業 

地域支援課 空家等の所有者による適正
な管理を促進し、住民の生
活環境を保全する。また、
老朽危険空き家の対策とし
て除却の支援等を行う。 

誘導区域内にお
ける、良好な居
住環境を保全す
ることにより、
居住誘導を促進
する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

１７３～１７５ページ 

２．本市の居住誘導に関わる施策・事業 

事業名 主管課 事業内容 備考 

移住定住促進
事業 

ふるさと活
力創生課 

人口減少に歯止めをかける
ため、市内への移住定住を
促進する取組（移住フェア
への出展等）を行う。 
 

誘導区域内にお
ける支援の強化
を検討すること
で、居住誘導を
促進する。 

東京圏ＵＪＩ
ターン移住支
援事業 

ふるさと活
力創生課 

東京圏から東京圏以外への
地域への UJI ターンを支援
することにより、東京一極
集中を是正し、地域の起
業・就業の促進及び中小企
業等の人材の確保を図る。 
 

空家等対策事
業 

地域支援課 空家等の所有者による適正
な管理を促進し、住民の生
活環境を保全する。また、
老朽危険空き家の対策とし
て除却の支援等を行う。 

誘導区域内にお
ける、良好な居
住環境を保全す
ることにより、
居住誘導を促進
する。 
 

空き家活用促
進事業 

ふるさと活
力創生課 

空き家バンク制度により売
買や賃貸の希望者をマッチ
ングすることで空き家の活
用を図るとともに、移住定
住を促進する。また、空き
家バンクの利用促進を後押
しするために、空き家リフ
ォームの補助を実施する。 

空き家バンク制
度の活用によ
り、居住誘導を
促進する。 
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事業名 主管課 事業内容 備考 

中央七間橋線
改築事業 

都市整備課 中心市街地における交流基
盤の利便性を向上させるこ
とで、文化、芸術活動等の
交流機能と吸引力の向上を
図るために、都市計画道路
中央七間橋線（七間橋工
区）を整備する。 

誘導区域内にお
ける幹線道路等
の重点的な整備
により、円滑な
交通と良好な都
市空間の確保に
より、居住誘導
を促進する。 
 

県営公共事業
（街路） 

都市整備課 都市計画道路（街路）中央
村黒線及び栄町七間橋線を
整備する。（県営事業負担
金） 

誘導区域内にお
ける幹線道路等
の重点的な整備
により、円滑な
交通と良好な都
市空間の確保に
より、居住誘導
を促進する。 
 

地方創生道整
備推進交付金
事業 

建設課 観音寺港の埋立整備の完了
に伴い、周辺道路の整備を
行い、地域再生を図る。 

誘導区域内にお
ける歩道等の都
市基盤の重点的
な整備により、
安全で快適な生
活環境を保全
し、居住誘導を
促進する。 
 

 

 

 

 

 

 

事業名 主管課 事業内容 備考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

県営公共事業
（街路） 

都市整備課 栄町七間橋線を整備する。
（県営事業負担金） 

誘導区域内にお
ける幹線道路等
の重点的な整備
により、円滑な
交通と良好な都
市空間の確保に
より、居住誘導
を促進する。 
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事業名 主管課 事業内容 備考 

道路改築事業
（社会資本） 

建設課 社会資本総合整備計画に基
づき、歩行者の安全、交通
の円滑化、市民生活を形成
する経済活動を支える道づ
くりとして道路整備の推進
を図る。（観音寺大野原線、
粟屋堂之岡線、国道小学校
線外１線、下木屋豆塚線、
粟井駅南線、庁舎西線） 

誘導区域内にお
ける歩道等の都
市基盤の重点的
な整備により、
安全で快適な生
活環境を保全
し、居住誘導を
促進する。 

交通安全施設
整備事業 

建設課 自治会や学校関係等の意
見、要望を踏まえ警察署と
協議し、交通安全施設（カ
ーブミラー、ガードレー
ル、区画線等）を整備す
る。 

誘導区域内にお
ける交通安全施
設の重点的な整
備により、安全
な生活環境を形
成し、居住誘導
を促進する。 

のりあいバス
運行事業 

地域支援課 市内における公共交通の利
便性の向上、市民福祉の増
進を目的にバスを運行す
る。また、バス車両の計画
的な更新を行う。 

利便性の向上を
図り、公共交通
の利用を促進す
ることで、居住
誘導を促進す
る。 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

事業名 主管課 事業内容 備考 

道路改築事業
（社会資本） 

建設課 社会資本総合整備計画に基
づき、歩行者の安全、交通
の円滑化、市民生活を形成
する経済活動を支える道づ
くりとして道路整備の推進
を図る。 

誘導区域内にお
ける歩道等の都
市基盤の重点的
な整備により、
安全で快適な生
活環境を保全
し、居住誘導を
促進する。 
 

交通安全施設
整備事業 

建設課 自治会や学校関係等の意
見、要望を踏まえ警察署と
協議し、交通安全施設（カ
ーブミラー、ガードレー
ル、区画線等）を整備す
る。 

誘導区域内にお
ける交通安全施
設の重点的な整
備により、安全
な生活環境を形
成し、居住誘導
を促進する。 

のりあいバス
運行事業 

地域支援課 市内における公共交通の利
便性の向上、市民福祉の増
進を目的にバスを運行す
る。また、バス車両の計画
的な更新を行う。 

利便性の向上を
図り、公共交通
の利用を促進す
ることで、居住
誘導を促進す
る。 

新たな移動手
段の導入 

地域支援課 各地域の人口分布やニー
ズ、地理的要件に応じて、
既存バス停等から離れてい
る人も利用しやすく、運行
の効率向上が望める新たな
移動手段を検討する。 

利便性の向上を
図り、公共交通
の利用を促進す
ることで、居住
誘導を促進す
る。 
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改正前 改正後 

 

事業名 主管課 事業内容 備考 

 
 
 
 
 
 

   

総合防災マッ
プ作成事業 

危機管理課 最新の浸水想定区域や新た
に運用が始まった警戒レベ
ル等を盛り込んだハザード
マップを作成し、全戸配布
を行う。 

災害に強いまち
づくりに向け、
ハザードマップ
を作成し、必要
な情報を示した
うえで適切な居
住誘導を図る。 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

事業名 主管課 事業内容 備考 

モビリティマ
ネジメントの
実施 

地域支援課 市内の学校に通う児童・生
徒、市役所職員等を対象
に、公共交通を利用した通
学・通勤に向けてモビリテ
ィマネジメントを行う。 
 

公共交通の利用
を促し、居住誘
導を促進する。 

総合防災マッ
プ作成事業 

危機管理課 最新の浸水想定区域や新た
に運用が始まった警戒レベ
ル等を盛り込んだハザード
マップを作成し、全戸配布
を行う。 

災害に強いまち
づくりに向け、
ハザードマップ
を作成し、必要
な情報を示した
うえで適切な居
住誘導を図る。 
 

観音寺市感震
ブレーカー設
置促進事業 

危機管理課 電気を原因とする地震火災
の防止や被害低減のため、
感震ブレーカーの普及を促
進する。 

災害に強いまち
づくりに向け、
感震ブレーカー
の普及を促進
し、適切な居住
誘導を図る。 

観音寺市地域
避難施設認定
制度 

危機管理課 市長が指定する避難所とは
別に、市民が自主的に開設
し、運営する避難施設を地
域避難施設として認定し、
この地域避難施設に対する
支援を行うことにより災害
が発生しまたは発生するお
それがある場合に、市民が
自主的に避難する場所を確
保する。 

災害に強いまち
づくりに向け、
運営する避難施
設を地域避難施
設として認定
し、適切な居住
誘導を図る。 
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事業名 主管課 事業内容 備考 

公共下水道事
業（補助） 

下水道課 老朽化が進行しているポン
プ場や下水浄化センターに
ついて、長寿命化計画や耐
震化計画、下水道ストック
マネジメント計画に基づ
き、施設や設備を更新す
る。 

誘導区域内にお
ける下水道事業
や排水施設の重
点的な整備によ
り、快適で安全
な生活環境を形
成し、居住誘導
を促進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

事業名 主管課 事業内容 備考 

公共下水道事
業（補助） 

下水道課 老朽化が進行しているポン
プ場や下水浄化センターに
ついて、長寿命化計画や耐
震化計画、下水道ストック
マネジメント計画に基づ
き、施設や設備を更新す
る。 

誘導区域内にお
ける下水道事業
や排水施設の計
画的な整備によ
り、快適で安全
な生活環境を形
成し、居住誘導
を促進する。 

立地適正化計
画における届
出制度の運用 

都市整備課 居住誘導区域外の住宅開発
等の動向を把握しながら、
居住誘導を緩やかに図るた
めの届出や事前相談に際し
ての各種支援策等の情報提
供を行うとともに、大規模
な集合住宅や住宅開発等へ
の誘導促進等を検討する。 

届け出制度の実
施による、居住
誘導を促進す
る。 

 

 

 

 

 

   


